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序章都市景観基本計画について





P客車部帯最領選栂慣に3いて

l 都市景観とは

都市景観とは五感と心に映る都市の嵐景である

都市景観とはその都市の持つ心の豊かさを表現するものである

都市景観は、都市を直接構成する緑・水などの自然や、建築物 ・工作物などの

ように人の目に映る都市の風景に限らず、市民によるいきいきとした都市活動か

ら生まれる雰囲気・文化的香り・心象風景など、視覚的要素以外のものをも含む

幅広いものです。

とりわけ、人々の身近に位置する環境や積み重ねられてきた年月が持つ文化や

雰囲気は、人々の心に強く印象づけられます。

また、都市内の各地域の沿革や特性、特性を狭域的あるいは広域的に形づくる

個々の要素、それに要素聞の相互関係は、 一体となって都市全体の印象のとらえ

方を規定します。

このように都市景観は、人々カ靖Z市から受けとめる印象を心を通して総合的に

表現したものであり、それは都市の持つ心の広がりと豊かさにほかなりません。

さらに、都市景観は、これをとらえる側の生活体験、感性などによって、様々

にとらえられるものです。



2 都市景観基本計画の構成と位置づけ

|三基ーオ空十画の構成 | 

0市全域の景観的なレベルアップを図る構成要素別基本計画

。地域の特性を生かすゾーン別基本計画

この計画は、景観を構成する要素に着目した構成要素別基本計画と、地域ごと

の特性に着目したゾーン別基本計画の2つの視点に立って策定します。

このうち、構成要素別基本計画では、特に重要と思われる要素を骨格軸構成要

素として抽出し、計画を策定します。

一方、ゾーン別基本計画では、そのゾーンの特性及び都市景観の形成を推進す

るうえで、ゾーンの方向性にふさわしい地区を抽出し、地区景観計画を策定しま

す。

また、以上のような構成要素別基本計画ならびにゾーン別基本計画を展開し実

現するためには、市民・事業者、行政が果たすべき役割を明確にする必要があり

ます。

V都市景観基本計画の全体構成

都市景観像

人と緑奏でる春日井ルネッサンス

J一つづ
、、/~

地域レベル
の景観形成
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生活レベル
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景観像を実現するために
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都市景観形成の実現化に向けて
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IIJ.寧 部事震観越本野冨に3いτ

造基ヰs;:昔十直訂α〉台Z古量ーコー4ア

0各種計画・事業の指針として活用する‘

この計画は、将来の景観形成に向けて取り組むべき基本的な考え方を示したも

のです。

また、都市景観の形成の指針と して活用していくものですが、基本的方向以外

については、各種構想・計画の立菜、社会情勢の変化、市民の価値観の変化など、

時間経過にともなう変化に対応しながら、柔軟な安勢で取り組んでいきます。
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第 1章都市計画の理念





鏡 3寧部帝景観骨密念

1 目的と理念

目 的 】

本布の検性を生かした魅力と個性ある都市景観の形成をはかり、

市民が愛着を持ち誇りうるまちづくりを提進します。

市の特性を生かした魅力と個性ある都市景観の形成

都市景観は、目に見えるものだけではなく、住む人々の

特性や産業構成、それにまちの成り立ち等、自には見えな

い種々の属性をも含んでいます。また、過去から現在まで

まちが発展してきた過程や、これからのまちづくりの方向

性は、まちの個性を形づくる都市景観に対して重要な意味

をもっています。

市民が愛着を持ち誇りうるまちづくり

都市景観の形成の推進にとって重要なことは、都市景

観の構成要素や雰囲気を市民が自らのライフスタイルの

中に取り込み、市民がまちに対する愛着と誇りをもち、

さらに都市景観の形成に共感の気持ちを抱くことです。
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玉里念て

O春日井市の都市像の実現に寄与する景観形成 (全体性)

O春日井ら しい鑓性的な景観形成 (地域性)

。居住者にとって親しみやすい 景観形成 (生活性・参加性・安全性)

O街並みや周辺の環境が認和した景観形成 (共存性)

0将来的にストックとなるような景観形成 (公共性)

春日井市の景観形成は、春日井市第五次総合計画に示されている都市像である

f人と地域が蝉き、安全安心で躍動する都市」の実現に寄与し、春日井らしさを

表現しながら、市民にとって日常の生活感と親しみやすさ、さらには日々の安心

感が感じられるものでなければなりません。また、まちの中にあるさまざまな景

観を構成する要素が調和し、互いに共存しながら、将来への景観的ストックとな

るように配慮していくことが必要です。

また、景観形成の対象となる空間は、春日井市の市域全体です。

そこでの都市景観の形成においては、道路・公園・河川などの公共空間だけで

なく、これと接する私的空間における境界領域が重要な役割を担います。

境界領域は、建築物の屋根 ・外壁・門 ・塀 ・擁壁・樹木・広告物などで構成さ

れていますが、これらの要素は都市景観の観点から見ると公共的性格が強く、景

観を形成する上で非常に大切な領域です。

6 



V景観形成の対象領域

境界領鼠

公的領t或一一一・

境界領域

公的領域
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2 春日井市の景観特性

成り立ち 1

0内陸工業都市から住宅都市、そして自立都市へ

本市は、庄内川の流れに沿って発展してきたまちです。近世には池や用水の開削

など治水事業によって、春日井原の開墾が進められ、田園と集落による緑豊かな農

村風最のあるまちになりました。

昭和 18年6月の勝川町、鳥居松村、篠材す、鷹来村の合併による市制施行後、

軍需都市、内陸工業都市として変遷を重ね、昭和41年には高蔵寺ニュータウンの

建設も開始され、徐々に住宅都市としての性格を強めてきました。

現在では、市街化区域の約76%で土地区画整理事業が実施されており、計画的な

都市基盤整備の進んだ中部圏の中堅都市として着実な発展を続けています。

L*白井市の特竺」

0土地区画整理事業による整然とした街並

0自然味あふれる東部丘陵と市街地にゆとりをもたらす公園や緑道

O市街地から自然地へと沿道景観が変化する留道79号

05つの釈を有する JR中央本線の沿線都市

0南部の市境を流れる庄内/1/

中堅都市として発展し続ける本市では、さまざまな機能が混在する中で、土地区

画整理事業により、整然とした街並みや緑豊かな公園や紙草が形成されています。

また、東部丘陵では自然味あふれる緑豊かな景観も見られます。

その他、泌草景観カ燦しめる国道19号、名古屋と信州、さらには新宿を結ぷJR
中央本線の拠点としての JR春日井駅・ JR勝川駅・JR高蔵寺駅、市境を流れる

庄内111に架かり、都市間を結ぶ役割を担う橋梁など、地域ごとに多様な景観が形成

されています。

V緑あふれる山々を眺めることのできる
国道19号

西尾町

8 
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窮 1寧部帝農留の趨禽

景を種毘占こ文寸す一るす有E克完童謡読

。恵まれた住環境、自然、交通

O望まれる質の高い生活環境

0緑化の推進を中心とした葉銀整嬬

者βT行イ象

市民意識調査では、住環境、自然環境、克直環境に対する評価が高い一方、緑

を求める意識も高く、公園や住環境の質の向上についての希望が多くなっていま

す。

また、景観をよくするためには、緑化を推進することが最も重要と認識されて

おり、行政の役割に大きな期待が寄せられています。

人と地域が輝き、安心安全で躍動する都市

。人と地域が輝き、安全安心で震動する都市

春日井市は、人と地域が輝き、安心安全で躍動する都市を目指しています。

その都市構造の特徴は、都市型・地域型・自然型の3タイプに分類されるさま

ざまな拠点を市域全体に配置している点にあります。

その都市イメージを「緑あふれる緑化都市jとしてまとめ、高い次元の都市機

能を備えながら、なおかつうるおいに満ちた都市像の確立を目指しています。

V土地利用概念図 (第五次総合計画)

Eヨ抗'" 空白〉 くふけワーヲ〉

E二コ・帥 己記 酬開削"・- 1まや臨時日工H 自又仰断 的 トワーク
_ L_jl!lm.，，..のげル

国国 側毒 Eヨ 醐交問怠
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3 春日井市の都市景観像

者β計王室圭径見儒艮

or都市の将来的な風景jが明確となるまちへ

都市づくりには、都市のありかたを示すマスタープランが必要です。本市で

は、第五次春日井市総合計画などにおいて都市づくりの理念、方向性及び景観

形成に関わる基本方針を示しています。

市街地や自然地をはじめ各地域の特色を生かしながら、それぞれの空聞に総

合性 ・整合性 ・継続性を与えることカ霊要です。そのために、都市づくりの理

念と個別事業計画を結びつけながら明確な都市イメージとしての将来像を創り

出すことを目指します。

0豊かな自然と歴史・伝統文化を守り生かしていくまちへ

本市には、緑豊かな東部丘陵や渓谷美にあふれた庄内川の自然、あるいは二

子山古墳、内々神社、密蔵院を始めとする歴史的遺産などが残されています。

これらの自然や遺産などの資源、は、本市を個性豊かな都市にする要素であり、

将来にわたって守り生かしていくべき貴重な資産です。このため、これらの自

然や歴史的遺産あるいは伝統的文化などを守り、生かす方策を明らかにするこ

とを目指します。

I_o緑あふれる供述で個性笠主主竺 」

本市では、公園 ・緑地なと糠あふれる快適な空間を創り出しています。

n本の都市公園100選にも選ばれ、市民が都市景観の最もよい場所としてい

る落合公園、土地区画整理事業によって生み出された八田川 ・生地川沿いのふ

れあい緑道、それに朝宮公聞は、木々の緑にあふれでおり、本市の水と緑の拠

点ゾーンを形成しています。また、内津川放水路においては、 土地区画整理事

業に伴って、船k路沿いの緑道・公同・親水護岸等カ型備され、これらはうるお

いと憩いの空間を提供しています。

これまでに育まれてきた緑を重視した都市整備の資産を生かしながら、個性

的で美しさの感じられるまち、あるいはそこに住む人々や訪問者が快適さを感

じとることのできるまちとして整えていくことを目指します。

10 



箆 3寧部議霊園患の堪倉

0都市の顔・地区の顔となる魅力あるまちへ

商業地は、都市ににぎわいをもたらす空間であり、また市民の生活文化の拠

点として魅力ある都市空間を創っていくうえで大切な場所でもあります。

本市には、行政機能などカ喋積する鳥居松地区、 J1ミ春日井駅周辺の中心市

街地、土地区画整理事業などにより市の西の玄関口として大きく変貌した JR

勝川駅周辺、市東部の交通結節点であり地域の中心商業地である JR高蔵寺駅

周辺、それに国道19号沿いに形成された沿道型商業地区が、主な商業地です。

さらに、春日井イ ンタ一周辺では、商業 ・アミューズメント ・物流 ・生産 ・

研究開発などの都市機能の充実を割るために、被令拠点形成に向けての調査・

研究を進めていきます。

これらの地区を、都市活動や市民生活の拠点にふさわしい都市空間、すなわ

ち魅力ある都市の顔、地区の顔として育成することを目指します。

0都市活力の感じられる生き生きとしたまちへ

工業地は市民に働く機会を与え、事業者には生産活動の場を提供し また都

市に活力をもたらす重要な空間ですが、同時に周辺住宅地と調和した良好な都

市環境をつくるうえで大切な空間でもあります。

本市では、王子製紙、愛知電機をはじめとする大樹莫工場が集積し、また、

その周辺の中小工場カ喋まっている市南西部地域を工業ゾーンとしてし、ます。

また、緑あふれる市の東部且也域では、高森台サービスインダストリー・誘致

施設地区やtll!屋工業団地が計画的配置を重視しながら建設されてきました。

工業活動の活力と魅力をかねそなえた都市空間を形股するために、周辺環境

との調和に配慮しながら、ゆとりと親しみの感じられる工業空間を創出するこ

とを目指します。

"1 



4 都市景観像の実現に向けた視点

都市景観を形肱するためには、都市景観像の実現に向けての基本目標が必要になります。本市は、土地

区画整理事業によって形成された基盤の上に、今後、良好な景観を形成していかなければなりません。そ

のため、景観形成に向けてのテーマを「人と緑奏でる春日井ルネッサンスJとして表現することにしまし

た。
ぜ為

また、特性を生かした景観形成を図るため、 「都市Ji地域Jr生活」の3つの視点に立ちながら都市

景観像を具現化していきます。

1 )基本目標

人と緑奏でる春日井ルネッサンス

春田井市は、高蔵寺ニュータウンに代表されるように、大都市近郊の住宅都市と

してのイメージが強い都市です。そこでは、土地区画整理事業による計画的な都市

基盤整備により、比較的整然とした都市空間が形成されています。この白いキャン

パスとも言える新しし、市部噛に「質の高い緑」を描くとともに、 「人々の豊かな生

活」も描き込むことが、今後の重要な課題といえます。

そして、ヒューマンスケールの景観形成を行うためには、ヒューマニティー (人

間性)を重視した視点が重要となります。

そこで、今後の景観形成の指針となるテーマとして 「人と緑奏でる春日井ルネッ

サンスJを掲げます。

これは、緑の豊かさを基調とした景観づくりであり、まちの諸要素と人々の生活

が調和し、人々がやすらぎ、憩うことのできる線に包まれた景観形成を目指すもの

であります。

また、ヒューマニティーに基づく景観形成、すなわち人々の身の回りの環境を重

視した景観を形づくることにより、人聞が人間らししやすらぎ、落ち着き、美し

さを満喫できる景観の形成を推し進めます。

12. 



錦 1寧蔀帯嚢OJ#')瑠念

2)景観形成を具現イじする 3視点

0都市構造を明確にする都市レベル景観

O地域の特性を生かした地域レベル景観

0生活環境の向上を目指した生活レベル景観
気量レ8ル

景観形成は広い領域にわたっており、対象となる要素もさまざまです。

これらの要素のもつ特性を3つの視点から明確にすることにより、それぞれの特

性を生かした景観形成を図ることができます。

そのため、本市の都市としての特性を形づくる景観要素に着目した都市レベル景

観、市街地や自然地など地域の特性を考慮した地域レベル景観、身近な環境いわゆ

る生活環境に視点をあわせた生活レベパ殻観の、以上3つの視点を景観形成具現化

の視点として定めます。

( 1 )都市レベル景観

都市レベル景観を形成する際に重要な役割を果たす主要道路や河川あるいは開発拠点などは、シテ

ィアイデンティティを明確に表現する重要な要素でもあります。そのため、これらの要素の個性化や

要素相互聞のネットワーク化などを推進していきます。

点総合繊串間

違

m

車

マ
イl

淵

畑

山町

並

二

日
M

-T

幽
閉血官名

商業拠点

工業拠 点

1135!ijj住宅拠 点

住商工綾合拠点

・・・・道路

・・・鉄道

・・田・河川

A都市レベルの景観要素図

亡EZ夜 |

Oシティアイデンティティに沿った景観形成

。都市拠点および都市骨格軸の個性化

0都市拠点関のネットワーク化

0景観をしゃ断せず、調和する機能をもっ
都市骨格軸の形成

13， 



(2)地域レベル景観

地域レベル景観の形成にあたっては、市街地や自然地などにおける地理的条件や位置的条件を生か

すことが重要です。

人々が日常生活を営む空間、すなわち地域にある主な公園や施設、あるいは地域にとって重要な道

路や河川の景観を形成することによって、個性的な地域が形づくられます。

|一戸 オ零_1

0市街地 :r人と緑j の調和を留る景観形成

。自然地:地域の f自然j を生かす景観形成

。地域軸:市街地と自然地の景観ネットワーク

V地域レベルの景観要素図 仁二コ住宅地
- 商業地
- 工業地

・・・ 山地ゾーン
- 丘陵地ゾーン
・・・ 田園ゾーン
c::コ 区函艶理済・施工中地区

c:::=コ区図書量現計箇中地区

A 市街地景観拠点・自然地祭観拠点

地域軸愚観

道路 -一-鋭董一-一 . 
河川 由一.山一…….“.

歩遭一一一
緑道



鎗 2寧部帯最留13~趨傘

(3)生活レベル景観

生活レベル景観の形成にあたっては、日常生活を特徴づける景観を構成する要素に対する配慮か重

要です。

ここでは、市民や事業者の私的空間に隣接する領域、すなわち境界領域での景観が重要な意味をも

つため、市民・事業者と行政による協調的あるいは一体的な景観形成が望まれます。

| 目標 |

or.人j の生活を考え、多くの f緑j を配置した景観形成

。住区内公橿・河川・道路等公的領域の景観上の活用

0敷地・建物等の配置に考慮した、境界領場の景観形成

。放置自転車・空き地の雑草等、生活に密着した環境問題をとらえた景観形成

3)景観像を実現化するために

都市景観の形成にあたっては、 「都市レベルJi地域レベルJi生活レベル」の

3つの視点に沿って景観形成を進めていくことが必要です。

都市レベル景観では、行政が主体的な立場に立ち、公共事業等を活用しながら景

観形成の先導的役割を果たします。

また、地域レベル景観では、市民・事業者と行政が一体となり協調・連携を保ち

ながら景観形成を推進します。

さらに、生活レベル景観では、市民・事業者が主体性をもち、境界領域を中心と

した景観形成に努めます。

このように、本市における景観像を実現化していくためには、市民・事業者、行

政が一体となって都市景観の形成に取り組んでいくことが必要となります。

1S 





第2章構成要素別基本計画





鶴戚嬰露喜連器本針麿寝室寧

構成要素の抽出

都市の景観は、自然的なもの、人て的なもの、歴史的なもので構成されていま

す。本市でも例外ではなく、特に白熱ま也、市街地の特性を生かすことは、景観形

成の目標として重要なことです。

この構成要素別基本計画では、本市の崇観を構成する要素に着目し、全域的な

景観のレベルアップを目標とします。

まず、景観特性を見ると、自然環境要素として、東部地区に見られる山並みや

丘陵なと自然味あふれる景観があり、 ;:IH葺地要素としては、土地区画整理事業に

よって生み出された整然とした住宅地などの景観があります。また、交通要素と

しては、国道19号をはじめ、広域的な交通の拠点ともなっており、主要な交通

軸がいくつか市内を走っています。

さらに、文化歴史的要素としての史跡や歴史的建造物なども各所で見られるな

ど、多種多様な景観特性が見られます。

そこで、主な景観構成要素を下表の12項目に分類しましたo

構成要素に含まれるもの) ( 構成要素

山並、丘陵1)丘陵地

白書機地、施設緑地、市街地の緑、公園、緑道、回国2)緑

自
然
環
境
要
素 河川、池、せせらぎ3)水辺

国 道路、橋梁、駐車場、鉄道、駅4)交通

公共建築物5)公共建皇官物市

イ剖冒住宅、中高層住宅、集落6)住宅街

ロードサイド型、拠点型、商庖街、業務施設7)商業業務施設地

工期極設8)工業施設要

屋外広告物、サイン9)広告物等素

まつり

史跡、歴史的魅監物

街道・街並

文
化 10)史跡
歴
史 11)街道・街並
的
要 12)伝縮予事
素

一

11 



2 構成要素別基本計画

1 )丘陵地・・・・山並、丘陵

今守i生

弥勅山、道樹山をはじめとする東部丘陵や高森山山頂付近からは、市荷地を眺

めることができます。また、市衛地の背景としてこれらの山並みや近隣都市の山

並みを眺めることができ、市のランドマークとなっています。特に庄内川沿いで

は、周辺の田固と一体となり、市街地の借景としてこれらの山並みを眺めること

ができ、そう快な自然景観として親しまれています。

また、高蔵寺ニュータウンをはじめとする東部の丘陵から、美しい眺めや夜景

を楽しむことができます。

基本的な考え方

0山並:背景となる山並みのシルエットを守る。

山並みでは、山としてのシルエット〈スカイライン)を保全し、また、山肌で

緑が広がる景観を保全します。また、これらの景観を阻害する建築物や工作物に

対し配慮することが必要です。特に本市のシルエットとなる、山肌の緑の広がり

は、シティアイデンティティにつながる重要な要素です。

h声明圃圃圃圃
レ azみ晶 〈了0・一 ~:tI! ':'.~ ..4 ~ .. . . . ， f吃吟Z唱ιい九ゴ11除也削・円4事・77.吋d 

臨HZE-4 1
k 二..  ぺ.九只.

JふI:.'!i心Mγ吋τ!I

r竺=三IじL、ゾ. 富 内ん.オi戸弘γ戸τ弓ヰ-六イ.三主.三で;圃:園園圃
;日r持片盲Eナ長長弓 吋づ ; 土 lr.I一 J一-一-一一-一』

、~

園圃圃圃圃圃圃圃圃圃園.・e'@ぺ脅すら--
• ~.... l. b . ， . . _ ‘ " 7 町 -

l、 4・ー、 ~ιLIII' '_アJ 附

-孟争生当11以刊以ιI
・・・・・・ ....--"¥.... 、1iII___ Oiiliーー一一一一 ~・

• • i tj句通院2シ:二-
松本町
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‘山の豊かな緑と稜線

を保全する。



鏡2章 構成富義喜油器本齢圏

0丘陵:丘陵地から市街地への眺望を活用する。

丘陵地に広がる緑を保全するとともに、丘陵地などから見える眺望景観は、見

る場所としてのポイント整備や、眺望される市街地の景観整備を行います。また、

これらの景観を阻害する建築物や工作物に対し百鳴することが必要で、す。

傾斜地を生かし緑豊かな住宅砂

地を創造する。

.19. 

4挑望のきいた景観を保全する。

旗下町



2)緑・・・・自然緑地、施設緑地、市街地の緑、公園、緑道、田園

|喧笠一|

| 幹的な考え方

市街地をつつみこむように位置する東部丘陵と田園・果樹園によって、緑豊か

な自然環境に恵まれたまちとなっています。

市街地内では、土地区画整理事業により公園、緑地を数多く生み出し、中でも

落合公園は、日本の都市公園 100選に選ばれるほどの良好な景観を有していま

す。また、主要な公園をネットワークさせるべく全国に先がけ、ふれあい緑道を

始めとする緑進の整備を行い、緑あふれる軸の景観を形成しています。

そのほか、市街折を始めとする大規模で個性的な公共施設が地域の緑の拠点と

して期待され、国道19号を代表とする幹線道路では、各所で緑化カマ予われていま

す。しかし、土地区画整理事業によって形成された整然と建ち並ぶ住宅や店舗、

工場周辺などの民有地での緑は減少してきています。

0自然緑地:広がる緑として東部丘陵の自然を守る。

東部丘陵では、自然の風景を残すため、山肌の緑を保全します。

玉野町

20' 

‘緑豊かな山並みや稜線、自然植生

を保全する。



鏡2寧 鶴感寄患麗選本齢麗

0施設緑地:身近な緑として人の集まる施設周辺の緑化を図る。

市街地におけるうるおい空間を増やすために、施設まわりへの緑化を推進し、

うるおいある市街地空間の形成を図ります。特に、幹線道路、大規模公共施設な

どでは、地域の緑の核となる緑化を推進します。

幹線道路では、緑化を推進し砂

緑のネットワークを形成する。

0市街地の緑:生活の場における緑を増やす。

白山線(膿山台〉

緑あふれ、うるおいのある生活の場を形成するため、住宅、庖舗まわりKおい

て緑を増やすことが必要です。工場においては、まわりの緑化に努め周辺の住宅

等との調和を図ることが必要です。

生け垣の推進、宅地内への緑砂

化により、緑あふれる住宅地

を創造する。

21 



0公彊:緑の拠点として公菌景観の向上を図る。

市街地内では、地域の特色を生かした公園づくりを通し、特性のある緑を創出

します。

公園接続道路では、視覚的な砂

誘導性を高める。

乏2

ケローナ通

‘公園を生かし、高質

な緑を確保する。



鏡2寧構成富寵劉基本針冨

0緑道:緑の軸として緑道のネットワークの強化を図る。

ふれあい緑道を緑の軸として、各公園をつなぐネットワークを形成します。

緑道では、楽しみながら歩く惨

ことのできる空間を形成する。

0田置:緑で覆われた広がりのある落ち着いた回菌風景の保全に努める。

市街地をつつみこむように緑の広がる田園地域を保全じます。

市街地との調整を図りつつ、砂

広がりのある回国屈慢を保全

する。

23 
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3)水辺・・・・河川、池、せせらぎ

今守佐主

本市の河川は広い河川敷地が水と緑の帯を形成し、都市の骨格をなしています。

その中でも特に庄内川は市の外郭を形成し、また上流部では玉野川|渓谷として、

水と緑と岩が奏でる自然味あふれる景勝地が形成されています。まちなかの貴重

な水辺空間となっている都市河川としては、内津川での内津川緑地、内津川放水

路での緑道・公園・親水護岸などカ瞥備され、市民のうるおし、の場として親しま

れています。

親水空間としては河川ばヵ、りでなく、市北西部から東部に数多くの池がありま

す。中でも、落合池(落合公園〉・大久手池(都市緑化植物園)などは、公園と

一体となった整備によって魅力ある親水空間を創り出しています。これらの池の

中には、自然形態の残る池も数多く見られ、また野鳥が飛来する姿や昆虫等、植

生とともに豊かな生態系を有していますτ。

そのほかの水辺空間として、名古屋空港に隣接したエアフロントオプシスや土

地区画整理事業により創出される水系施設があり、これらは市街地の身近な場所

にうるおいのある空間を提供していますT。

基本的な考えH

0河 /1/:軸としての統一性を演出する。

広い湾JII敷を生かし、毅水性のある空間を創出する。

自然味あふれる渓谷美の景観を保全する。

河川と一体となった周辺景観を創出するとともに、緑の軸の形成を図ります。

また、失われつつある親水性についても、既存の河川を活用した水辺の創出によ

り回復を図ります。その他、庄内川上流部では、良好な景観を保全していきます。

4自然味あふれる美し

い河川景観を創出す

る。



第2寧鶴威冨寵溺基本計冨

0池 :自然を生かした水辺を形成する。

親水性の向上を図るとともに、周辺に残る自然形態を活用します。

緑や水辺を生かし、親水性の惨

高いレク リエーション空間を

形成する。

• 

0せせらぎ:身近なところに親水空間を創出する。

都市緑他植物園

公園整備や土地区画整理事業等によりせせらぎを創出し、市街地の身近な場所

にうるおいをもたらす空間を創出します。

市街地内の身近なところに親砂

水空間を~ljtHする。

25 

出川町



4)交通・・・・道路、橋梁、駐車場、鉄道、駅

土地区画筆理事業の進む本市では、広域幹線道路から市内幹線道路及び住宅地

内の生活道路等の整備が進んでいます。中でも、国道19号は市を縦断し、名占麗

第二環状自動車道、国道155号とあわせて、骨格軸を形成します。また、国道19

号などの広域幹線道路からは、自然地から市衛地へと周辺最観が変化する景観を

楽しむことができ、桃花台春日井線、白山線などの市内幹線道路では、緑あふれ

る美しい道路景観を楽しめます。

また、河川に架かる橋梁もまた景観形成にとって重要な役割をもっています。

特に、市の南の外郭を形成している庄内川に架かる勝川橋・松川婿・新東谷橋・

東谷橋は隣接都市からの入口として、景観形成上重要な役割を担っています。こ

の他に庄内川に架かる橋梁として、鹿乗橋・玉野橋 ・成嶺橋があり、これらは周

辺の自然景観に繍目しています。

その他、車主体の交通形態を持つ本市にとって、駐車場も最観形成上重要な要

素となります。

鉄道としては、 JR中央本線、愛長蝦状鉄道、城北線、名鉄小牧線の4鉄道を

有しています。この中でも JR中央本線からは、市街地景観、田園風景を見るこ

とができ市民の心象風景ともなっています。

主要な鉄道駅(拠点駅)としては、 JR勝川駅、春日井駅、高蔵寺駅があり、

商業系の土地利用によってにぎわいのある景観を形成しています。また、名鉄小

牧線の各駅、 JR神領駅・定光寺駅などでは、のんびりとした静的景観を形成し

ています。

「事 的な考五n

0道 路:沿道の風景に調和した道路空間を創造する。

主要交差点でのポイント性を強調する。

道路としての連続性を演出する。

橋、高架下部の圧迫惑をやわらげる。

幹線道路を緑の主軸とするとともに沿道の風景と一体となった道路環境を創造

します。また、交差点などではポイント性の強調、高架橋などの構造物について

は、高架下部などの修景を図ることにより圧迫感をやわらげます。

.26 



主要な交差点ではポイント性惨

を強調する。

鏡2寧鶴戚嬰寵溺醤本計麗

。橋梁:橋梁の持つ偲性を生かしたイメージアップを留るe

庄内川に架かる橋梁を都市聞に架かる重要な空間として位置づけ、市のゲート

としてふさわしい修景を図ります。

また、それ以外の河川に架かる橋梁についても、地域の歴史や特性を生かした

修景を図ります。

婿詰めにおける演出に砂

より、橋としてのイメ

ージを向上させる。

27 



4大規模河川に架かる橋梁では

ゲートウェイとして、イメー

ジの向上を図る。

0駐車場:施設局辺の思景にゆとりを与えるe

駐車場は、様々な施設に付随する必要不可欠な施設です。

この駐車場では、周辺緑化や駐車場内における緑化を推進することにより、施

設周辺の殺風景な風景からゆとりある風車への転換を図ることが必要です。

また、道路沿道では、地下化や施設裏側等への配置、道路側への緑化などによ

って沿道景観にゆとりを与えることも必要となります。

乏8

‘駐車場では、周辺緑化のみで

なく、駐車場内においても緑

化を図る。



錦2寧鶴成富露郡器本計画

0鉄道:緑あふれ、秩序ある車窓風景を演出する。

鉄道沿線においては、その車窓風景を緑て槙出するとともに、沿線に位置する

魁監物の配慮によって秩序ある車窓風景を創出します。また、鉄道橋、高架下部

を修景することによって圧迫感をやわらげます。

田園や樹林地を生かし、緑盛砂

かな車窓風最を演出する。

0 駅 :拠点駅での風格のある駅前空間を創造する。

生活駅での落ちつきある景観形成を図る。

駅では、その機能に応じた盤備が必要ですが、機能重視ではなしうるおい、

ゆとりなどのある景観整備を相、まれまた、各駅の特性に園調しながら、屈怖

を演出し、また落ちつきを演出するなどの個性的な景観を創出します。

拠点、駅では、風絡のあ惨

る駅前空間を創造する。

29 



5)公共建築物・・・ ・公共建築物

L特性 ]

市役所等の官公庁施設、学校等の教育・文化施設、病院等の医療・福祉施設など

の公共建築物は、街並みを構成する個々の建築物の中でも、規模の大きさ、人目

に触れやすい場所に立地することなどから周辺の人々に親しまれ、地域のランド

マークとして景観を形成するうえで'重要な役割を担っています。

その中でも、市役所、総合体育館など大規模でシンボリックな鑓築物は、多く

の市民が訪れ市民の心に残るものとなっています。

こうした公共建築物が今後も計画されており、市民の憩いの場として親しみゃ

すい形態とするよう努めています。

0公共建築物:親しみやすく、周辺との調和を図るg

多くの市民によって利用される建築物であるため、人にやさしく、親しみゃす

いものとし、周辺と調制した形態・色彩とします。

市庁舎

3 

‘公共施Z到司辺では、うるおいある

空間を形成する。



ライトアップ等により、夜間砂

景観への演出を図る。

愛知県豊田市

親しみやすいものとす砂

るため、色彩、形態、

地域特性に配慮する。

.31 

鏡2寧鶴成富農離選本齢彊

‘施設周辺では、周辺道路との

一体的な整備により、ゆとり

ある空間を創出する。

市庁倉



6)住宅・・・・低屑住宅、中高層住宅、集落

[ 4歪亙コ

基本的な考え方

本市では、土地区画整理事業によってつくられた整然と建ち並ぶ住宅があり、

落ちついた低層住宅による景観が形成されています。

一方、勝川駅周辺、国道19号の沿道、 高蔵寺ニュータウン、 JR春日井駅周辺

では、中高層住宅の建ち並ぶ最観が形成されています。

特に、高蔵寺ニュータウンの高座台に位置する中高層住宅はJR中央本線、東

名高速道路等から眺めることができ、ランドマークとなっています。また、市荷

地内各所で建設されている中高層住宅は、低層住宅が比較的多い本市にとってラ

ンドマーク的な存在となっています。

市西部の牛山地区、東部の神屋 ・坂下地区から東部丘陵にかけては、のどかな

田園の中に昔の面影を残す集落地景観を見ることができます。

0低層住宅:緑あふれ、落ち着きと安らぎのある低層住宅地を創出する。

統一性と秩序ある街並みを創造する。

低層住宅では、美しく整った住宅地の形成と、公共空間と民間空間との一体的

な勢縮、緑化により、緑あふれる景観を形成することが必要です。

.32 

4緑あふれ、統一性の

ある住宅地を形成す

る。



第2寧鶴成富露溺選本書f冨

0中高層住宅 :周辺に緑を創出し、

周辺地域と調和した中高層住宅地を形成する。

中高層住宅では、ランド、マークとなることを十分に意識した上で、意匠、周辺

への景観形成に百鵡することが必要ですO.また、周辺におし、て緑化を推進するこ

とが必要です。

色彩や形態、屋外設備惨

において、視覚的な配

慮を行う。

。集 落:のどかで趣ある集落地の風景を生かす。

高度台

集落では、のどかで落ちついたまちを形成し、それ以外にも集落内に点在する

樹木など、集落特有の風景を保全していくことが必要です。

集落の帝つ、のどかな景観を砂

保全する。

.33 



7)商 業業務施設・・・・ ロ ー ドサイド型、拠点型、商庖街、業務施設

i三重量 l

国道19号、国道155号のロードサイド型商業地では、沿道に並ぶ個性的な庖舗に

よってにぎわいのある空間を形成しています。

拠点型商業地としては、意匠に工夫がこらされ、ランドマークと しての役割を

果たす大規模拠点型店舗と、鳥居松地区を中心とする中心耐封地、勝川駅前、高

蔵寺駅周辺における拠点型商業地区の2種類の商業空聞があります。

また、味美・鷹来・坂下地区では、生活の拠点となっている商庖街があります。

中でも、下街道沿いに形成された坂下商底街や中心市街地内の鳥居松本通商庖街

では、普の面影がわずかではあるカ鳴されてL、ます。

また、近年建ち始めつつあるオフィスビルなどの業務施設においても、新しい

都市景観の形成に大きな影響を与えつつあります。

長扇苓考え方 1

。ロードサイド型:各庖舗の個性を生かし、にぎわいと連続性のある

ロードサイド盤の商業空簡を演出する。

整備された道路網に沿って並ぶロ 'ドサイド型商業地では、各庖舗の個性を生

かしながら、 軸として連続性のある景観を形成していくとともに、庖舗周辺の緑

化の推進や、屋外広告物を必要最小限にとどめるなどの配慮を行います。

国道19号 〈六野鹿町〉

.34 

‘にぎわいのある沿道空間を創出す

る。



箆2寧鶴居患富農離基本齢圏

0拠点型:地域のランドマークとして演出する。

庖舗の高質化により洗練された都市空間を形成するc

大規模拠点型の庖舗では、個性ある建築形態を推奨します。また、拠点型商業

地区では、個々の庖舗の高質化を行うとともに、屋外広告物の整理・統合などに

よって、一層のにぎわいを演出することが必要です。

地域の顔となり、にぎ惨

わいのある空間を形成

する。

0商庖街:地域の特性を生かした連続性のある膏業空間を形成する。

地域に密着した商庖街では、その連続性を創出する整備を進めることにより、

にぎわいを演出することが必要です。また、広告物、電柱などは、街並みの美し

さを引き立たせるよう配慮します。

個々の商庖街の特性をモチー惨

フに統一性のある商業空間を

形成する。



0業務施設 :h萄辺の雰囲気への配慮と偲性的な表情を演出する。

業務施設では、周辺の雰囲気や通り全体としての景観の統一性や連続性に配慮

し、全体として繁雑な印象を与えないようにすることが必要です。

その上でまちの顔を創り出すために、魅力的な外観やエントランスを工夫し、

個性的な表情を演出することも必要です。

壁画のデザイン化やエントラ砂

ンスの工夫により、個性的な

表情を演出する。

，36 

‘緑化により、周辺との景観的な調

和を図る。

愛知県豊田市



鏡2寧鶴居露雲寵郡選本尉麗

8)工業施設・・・ ・工業施設

特三・!生

市南西部では、大開莫工場とその周辺の中小の工場によって、工業ゾーンが形

成されています。

また、東部では、計画的に配置された高森台サービスインダストリー ・誘致施

初也区、神屋工業団地があり、良好な工業地景観がつくられています。

基本的な考え方

0工業施設 :緑化を推進し、局辺地域との謂和を図る。

工業施設では、その周辺における緑化を推進し、外装の美化に配慮、することが

必要です。

特に住宅地の中に位置する工業施設については、緑化の推進などによる周辺環

境との調和を図ることが必要です。

壁面のデザイン化や緑化によ砂

り、周辺住宅地との調和を図

る。

37 

‘緑化により、周辺へのイメージの

向上を図る。



9)広告物等・・・・屋外広告物、サイン

仁主~'I生つ

景観形成上重要な要素である屋外広告物は、市内全域にわたって、大きさや色

がさまざまな屋外広告物が氾援し、にぎやかな反面、派手な統一感のない景観を

みせています。

また、施設へのみちすじを案内するサインなどは、今までまちまちな形態や色

彩を見せていましたが、近年徐々に統一化を進めており、わかりやすいまちづく

りを推進しています。

基本的な考え方

0屋外広告物:局辺環境と調和した屋外広告物を創出する。

屋外広告f初は、周辺環境に調和した色彩、形態等への配慮をするとともに、整

理・統合を図り、その雑然さをなくすことが必要です。

屋外広告物の統合化、デザイ砂

ン化により、街並みの雑然さ

をなくす。

.38 
北九州市



鏡2寧慰成富患部醤本齢圏
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0サイン:わかりやすく親しみのあるみちすじを示す。

公共施設や公園などを案内するサインは、設置場所・位置を検討し、デザイン

などを全市的に統一することでわかりやすさを強めることが必要です。

また、施設のサインについては、その施設の個性を生かしたデザインによって、

親しみゃすさを強調していきます。

形態やデザインの統一化によ砂 .

って、わかりやすきを強める。

4施設のサインは、その施設の個性

を生かしたデザインを用いる。

西部ふれあいセンター

3 



10)史跡・・・・史跡、歴史的建造物

| 特性 J

基本的な考え方

本市には、国指定の文化財としてのこ子山肯墳を始めとする多くの古墳が見ら

れ、緑の小高い丘を形成しています。その中で、 二子山古墳の周辺は地区公園と

しての整備が進みつつあります。そのほかにも、密蔵院・内々神社・小野道風公

誕生地 ・神屋や下原の古窯跡や神社・仏関など歴史的遺産を多く有しています。

また、文化財めぐり、文化賊韓演会、文化財展等を通じて市民の理解を深める

活動等を進めています。

0史跡・歴史的建造物:歴史的遺産の保全に努め、その歴史的情緒を演出するe

歴史的遺産については、その保全を行っていくとともに、これらを生かした公

園化、あるいは周辺の街並みなどの形成を図っていくことカく必要です。

また、神社 ・仏閣では境内に残る樹木・樹林の保全に努めることが必要です。

‘歴史的遺産を保全し

ていくとともに、周

辺に歴史的情緒を演

出するn

11)街道 ・街並・ ・街道・街並

特性 |

基本的な考え方

街道にはド街道、本街道があり、 一部では昔ながらの面影を見ることができま

す。

0傍道・街並 :街道としての軸性を高めるとともに、その面影を保全する。

街道は、歴史の軸として、案内岐などを設置していきますのまた、 一部に残る

街並みでは、その保全を行っていくことが必裂です。

'40 



昔ながらの街道では、 砂

その面影を残す歴史的

な要素を保全する。

12)伝統行事・・・・まつり

L笠性」

鏡2寧綿織冨寵離選本皆箇

小木田神社の棒の手奉納や秋葉神社の火渡り州事など、由緒ある行事が多く見

られます。また、春日井まつり、落合公園の納涼まつり等が市内の各所で開催さ

れています。

これら、各地で開催されるイベントなどは、市民の心象風最となっています。

基本的な考え方

0まつり :市民の郷土意織を高め、春日井の伝統を受け継ぎ育む。

まつりは市民にとって心に残る風景であり、この風景を受け継いでいきます。

市民のまつりに対する理解を砂

深め、郷土意識の高揚を図る。

曹白努まつり(廊居松町〉



3 骨格軸構成計画

これまで、各々述べてきた景観構成要素を本市を代表する道路や河川などの軸

によって、束ね、構成させることにより、本市の個性を表現するとともに、都市

構造を明躍にしていくため、特に重要と思われる軸を景観骨格軸として取り上げ、

その基本的な考え方をまとめていきます。

0市街地から自然地へ縦断し、周辺地区における広域的交通網のかなめとなる E道 79号

O広い河川空間を有し市の南の外郭を形成してし、る 庄 舟刀/

0市街地から自然地へと、水と緑で・つなぐ 内 濯/1/

0市の玄関口となる JR勝川駅、春日井駅、高蔵寺駅を有する JR中央本線

。識の輸を形成する ふれあい緑道

0活力ある工業地と自然に恵まれた東部丘陵など、本市の個性を望む $i!iM.第二IIteEJIo-4宣S
O"fを横断し、各地域の特性を表現する ~i1! 1 5 5号

0東部丘陵の山並みなどによって形成される近隣都市との 80rder(境界j

これら骨格軸では、周辺の風最を見る場(視点場)としての骨格軸と見られる

もの 〈景観実I象〉としての骨格軸に分けられます。具体的には、道路、鉄道は見

るところとしての性格が強く、河川、緑道が見られる対象としての性絡が強し、た

め、道路、鉄道に関しては沿道の風最がどのように見え変化するのか、河川、緑

道については、どこからどのように見えるのかに着目した景観を形成していきま

す。

V都市景観骨絡網I1

z 



議室寧構成醤窺郡選本針毘

基本的な考え1J1

0国道79号
緑の主軸となるよう、緑の続く道路空間を形成します。また、市街地から自然地まで、縦貫する

軸であるために、周辺地域の特性にも充分配慮します。

鼠-観計画図

0庄内/11

J. C.周辺に広がる回国と開発計邸どの
掬型車による織の創出

I.C.周辺のゲートイメー少の向上

水と緑の主軸として、親水性のある空間形成を図ります。また、自動車あ畠に多く依存する住宅

都市であるため、隣接する名古屋市からのゲートとしてふさわしい修景を図ります。

景観計四関

'/.AI、清水量生での.花による自然的空間の自由民i

，)1:いH崎市首loÌ'~包かじた総本恨のめる
ν9リエーシaシ1l!ll1tbJlln見

明:島、高水憶での草花広よる局総的窓側の演出

3 



0内津/11
身近な水と緑の拠点として、緑地の活用と親水性に留意した景観形成を行います。

長制l計画阿

OJR中央本線

住と散3配1ものある河/11聾1却の創出

mlllと調和する
何H婿健の保全

、仏
l入谷/11と@命徳地点fct>ける
拠点型憾の轟l刷
量ルr.ltt聾と舷JIf憶のある河川2l!聞のA1Jj!t

ILI明地にうるおいをもたbす
見政判'10ぬる河川l笠閣の創出

.trVI/Itとの合法治点におけるE主内111'"望む:&!"8の形成

車窓から見える景観に配慮し、また、鉄道駅についても、玄関口としてふさわしい景観形成を行

L、ます。

景観計回|刈一一一一
，--0-ュータウンを1置む眺lIIOi般の保全

・附聞と山主主みの蜘和する園風景の係金

If，よい高水JI!(での草花による間然的空間の聞出

4. 



議2寧欝威冨寵溺選本齢雷

0ふれあい緑道
水と緑によるうるおいある空間を市民に提供するとともに、緑の拠点として、また緑のネットワ

ークの核となる緑道としての景観形成を図ります。

最制計画図

。名古屋第二環状自動車道

公側と一体とな勺た
。緑ぁ 、れる窓閣のm成

~I 。

~~舗と一体とは。た線水怯のある空間の形成

'bが.I>..I.n、散策のできる食怖の形成

本路線は、活力ある市南西部の工業地と東部丘陵、いわゆる市の個性的な景観を眺めることがで

きます。そのため、その個性となる眺望景観をより一層演出、保全していきます。

ー景観計画~l

5 



0国道 155号

ゆとりある軸として、緑の続く道路空間を形成します。また、沿線に形成される、集落地畏観や

市街地景観、商業地景観など周辺地域の特性にも配慮した景観形成を行っていきます。

景報u計l制図

「し嶋

0都市のBorder (境界)

ンスペースとしての回慣の保全

J C.周辺のゲートイメークの向上

J R高荷量寺駅周辺における散策性と
紘一位のある穂策玄関の形底

-新Jr谷犠周辺におけるゲートイメーヅの向上

にぎわいと連続性のある商業空間の形成

東部丘陵、庄内川、東名高速道路、名古屋第二環状向動車道、国道19号等の主要道路における本

市ヘのゲート、また市内から東部丘陵や近隣都市の山並みを眺める借景、東部丘陵の山頂及び束名

高速道路からの眺望景観など、多様な景観の視点を持つ都市のBorder(境界)は、市民の心の中に宿

り、印象的な景観、ランドマークとしての景観形成を図りますυ

最制計IIIIT凶
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第3章ゾーン別基本計画





窃1J!5i ~=~却母窓母留 1

1 景観からのゾーニング

ゾーン別基本計画では、都市構造を明確にするとともに、地域の特性を生かし

た景観形成を推進します。

この計画でのゾーニン夕、こついては、第五次総合計画に基づく市の将来の土地

利用概念図、また 「都市景観像の実現に向けた視点Jにおける都市レベル景観、

地域レベル景観に基づいています。

これは、山地ゾーン・丘陵地ゾーンを持つ自然地と、平地に展開する市布地を

ペースにし、本市の将来像、 m衡化状況および鉄道 ・道路による分断状況などを

加味しながら、 LOゾーンに分割しています。

なお、同様の景観特性を持つ地域についてはlゾーンとして設定し、地域ごと

に特性のある景観形成を推進します。

また、各ゾーンにおける景観像を具現化するため、そのゾーンの特性を明確に

現し、景観整備の方向性を示し、ゾーンのモデルとなりうる地区を抽出し、地区

景観整備計画を策定します。

Vゾーン区分図

‘・東名高速道路

47 



2 ゾーンごとの方針(特性と方向性〉

1) Aゾーン

4守，t-生

0市のシルエットとなる山地を主要素に歴史・文化を秘めるゾーン

Aゾーンは、本市の背景となる山並みをひかえた自然味あふれるゾーンセす。

ここでは、山裾に昔ながらの雰囲気を伝える建造物、集落、社寺があり、後方の

山並みとあいまって美しい景観をみせているほか、市の境界にもなる庄内川では、

渓谷美を見せる玉野川渓谷があります。

また、多様なレクリエーション活動ができる場を提供することを目的とした計

画を有し、将来的には自然と人とか佼流することのできるゾーンです。

L景纏備の湖性 |

本市の背景となる緑豊かな山並みを守り、うるおいある風景を保全します。そ

のうるおいの中では、自然と人が共生する空間を形成し、市民の皆さんが自然景

観を体験できる場を提供します。

また、このゾーンに残る歴史的景観を生かしながら、人々が歴史的趣を感じる

ことのできる情緒ある空間を形成します。

0背景となる山の稜線をまもる。

弥勅山・道樹山を始めとする緑豊かな山並みを採石や開発から保護し、本市に

おける都市のシルエットとして保全していきます。そして、田固と調和したうる

おいのある農村風景を保全していきます。

8 

4採石場では、採石後の植生の回復

に努めるよう指導する。



飽SJ$ ~~J，タ邸~齢層

0緑と調和した歴史的情緒を感じる空間をつくる。

国道19号沿いにたたずむ、内々神社周辺の歴史的要素を保存するとともに、下

街道を旧街道として歴史的趣のある修景整備を進めその輸性を高めます。

内々神社を中心とした下街道沿い惨

では、歴史的要素の演出を図ると

ともに、散策性の向上を図る。

0自然と人が触れあう空間をつくる。

内津町

豊富な自然を生かし、市民が憩いやすらぐことのできるレクリエーション空間

の形成を図ります。

築水池周辺では、自然を生かし、 砂

市民の憩いの森としての形成を図

る。

0人工的要素を自然景観と溺和させる。

聾水池〈廻間町〉

豊かな自然の中に人工的要素を調和させることによって、緑あふれる景観を創

出します。

神昆工業団地では、傾斜面を利用砂

した緑化や工場内における緑化を

推進する。

神屋工業団地



-五ケ村池の自然を生かした空間の形成

Aゾーン景観整備計画図

.神屋工業団地周辺における
傾斜地・工場内への線化の縫進

中央自動議.--・

.事事屋古窯跡周辺の歴史住を生かした空間

・福祉の塁における心身のリフレッシユの婦の創出

.~量E屋倒綜地の保全

E目前緑化御物園への動線の確保

にあ、ける周辺の山並みへの配慮

1 9号沿いにおけるガードレールのデザイン化等、
自然環混と調和した空間の形成

J R中*2糊ー』一司司-.



⑥ 
tの叡策のできる空間の形成 百色 JJ>> 

々徳社濁辺の歴史往を生かした空間の形成

!lß.Ei陵地~一筋における自然との共生を図った
水と緑のレクリエーションゾーンの形成

おける眺望地点の確保

化担置物園における
市民が自然を楽しむことのできる場の縫供

lttJ山山頂における眺望地点の確保

における自然を楽しむことのできる鑓の提供

ー司自ーーー"圏、

¥、ー

/ 
/ 

/ 

のシルエットとなる山並みの保全
.自然組生・生態系の保護・ 回復

R定光寺駅における観光地としての修祭

11渓谷沿いにおける広告物への配慮

成形のクワk
r
 

y
 

-

例

一
ネ

一の
一
緑

凡
一

と調和した、統→笠のある住宅地の形成
オーブンスペースとしての田園の保全

線石後の自然環療の創出



| 築水池・喧喧E樋型旦竺堅景観整備計画 ] 

園地区の概況・

本地区は、本市の緑の拠点ともなる都市緑化.植物園と水と緑が織りなす内津川

樹出 ・築水池があり、その背景には緑畳かな東部丘陵を有する自然味あふれる地

区です。

-地区の基本的方針・

0自然景観を保全し、自然と触れあう場を形成する.

内津川緑地から都市緑化植物闇への動線を確保するため、東部丘陵地域整備に

あわせて内津川緑地を都市緑化植物聞へつなぎ、市民の皆さんがあふれんばかり

の自然を楽しみ、観賞できる空間を形成します。

また、開発や採石などについては、事業区域の拡大を防止するとともに、植生

の回復を行うよう指導していくことにより、この地区の背景となる山並みの緑を

保全していきます。



鶴S寧 ~=:Þ，溺醤縄問

.整備事例園

-都市緑化植物園では、市民が自然にふれることのできる空間を形成します。

-築水池周辺では、自然を生かしたレクリエーション空間の形成を行うとともに、

都市緑化植物園までの動線となる遊歩道を形成します。

水辺を活用したレクリエーショ惨

ン空間を形成する。

水辺周辺に自生する貴重な植生惨

を保全する。

熊本県熊本市

3 



築水池・都市緑化植物園 地区景観整備計画図

地区の位置

倣策~IIの形成による
自然に紛れることのできる空間の形成

.~水の森・展望台の鱈備・JlI;充

・西高森山山頂での震鐙地点の形成 l 

宵景とT;Jる録あふれる山並みの保全

.自然纏笠・希少植物の保樋

都市緑化植物濁への敵策惟のある動織の確保

.沿線に位置する歴史的要索である岩船神社や古

演と一体となったm備
・ 遊歩道と宮;電大池・~水池とが一体とはったう
るおいある空間の形成

・内津川緑地の延{$
・周辺に広がる図置での震調UI関地量産指定の継続

による保全

東宮s.Ei陵地担誌における緑あふれる
自然レクリエーションゾーンの形成

.自然に触れる乙とのでeきる=キ早ヤンフ場等の形成

1
1戸戸!巴宜土立等一

しむことのでEぎきるレクリヱ一シヨン空

問の形毘成E 

| 鉄t苦における自然無観との調和

卜鉄i~における形態 ・ 色彩へのei!1II

4 



往そうと図'、集司自の調和した
うるおいのある策観のi集会

.秋11柿従軍Iそうの保全
・周辺に広がる田・での農業銀興地織鎗定の継続

による保全

⑥ 
050 0  

宵景とはる緑あふれる山並みの保全 l 

樹綜の繍称 1 
・自然櫨笠・希少織物の保舗 | 

織に触れ 観賞でをきる
うるおいとそ5すらぎを与える空間の形成

.失われつつある8然衛生・*少槌物の保謹・回
復

・自然を観賞できるd%伎の形成

凡例



2) Bゾーン

~'I生 |

0緑豊かな山並みを背景!こ、起伏に沿って整えられた街並みが形成されるゾーン

Bゾーンは、 Aゾーンの緑豊かな山並みを背景に、起伏に沿った団地開発によ

り整えられた街並みが形成されるソーンであり、その丘陵地に建つ中高層住宅、

中部大学はランドマークとなっています。

また、このゾーンの核となるニュータウンセンタ一地区や、地形の変化や傾斜

地を効果的に利用した高森台サービスインダストリー・誘致施設地区は、多くの

施設が集約している地区です。

|景纏備の方面 |

内津)11、白山線を軸とした水と緑のネットワークを形成し、団地内の公共施設、

公園などに緑を増やす一方、傾斜面の緑の保全、増加を図り、うるおいある住宅

地を形成します。

また、地域の核となる方踊貨のイメージアップを図ることにより、ゾーンの核と

しての演出を図ります。

0緑あふれ、背景の山並みと講和した住宅地を創造する。

緑の軸となる白山線、水の軸となる内津川、この2本の軸を基本に緑のネット

ワークを形成するとともに、公園・緑地を活用し、また道路緑化を進め、団地内

にうるおいを与える。

‘高森山公園周辺では、公開への視

覚的な誘導に考慮する。



f}J1J$ ~ーシ部魯識す図

0起伏を生かし、緑に富んだまちをつくる。

丘や傾斜地を効果的に利用しながら緑を増やし、緑あふれる丘に建ち並ぶ住宅

地を創造します。また、魅力ある岡国地点を創造します。

白山線など起伏のある道路では、 砂

眺望を楽しむことのできる空間を

形成する。

0地域の核となる施設を演出する。

地域の核となる空間および施設のシンボル牲を高めるとともに、各施設問の回

遊性を高めるなど、施設やその周辺における景観的演出を図ります。

高森台サービスインダストリー・ 砂

誘致施設地区では、施設のデザイ

ン的配慮、周辺および施設内への

緑化を推進する。

7 

‘ニュータウンセンター地区では、

建築物のシンボル牲を高めるほか、

回遊性のある空間を創出する。



|一一色ゾーン景観整備計画図
山線でのふんだんな緑化による緑の踏の形成

-眺望地点にあ、ける視界

-ランドマーク性を高めるための周辺緑化、
シンボル般のある壁面デザインへの配慮

-国道155号における統→笠のあ否緑化、
歩E担分離による快適な歩行者空間の形成

-国道155号沿道における庖舗の個性化、屋外広告物の箆理、
駐車場の緑化、及びライトアップによる夜間景観への演出

8 

-大谷川における遊歩道の形成

11における遊歩道の形成



⑥ 
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ザーピスインダストリー誘致施設地区における
傾斜面・施設前面への緑化の縫進

における眺望地点の確保

公園における周辺道路からの視覚的誘導性の創造

NTセンター地区における建築物の意匠、
形態への配慮によるシンボル性の向上

ニュメンタルな街路樹の設置及び
街路灯の訟置!とよ否敵策住のある空間の形成

ーあ、ける遊歩道の形成

凡例

緑のネッ トワークの形成
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周辺における大規復建築物への助言・指導

ンドマーク住を高めるだめの周辺緑化、
シンボル伎のある壁面デザインへの配慮



高森山周辺 地区景観整備計画

-地区の概況・

高森山は高蔵寺ニュータウンのランドマークであり、住民泊穏と触れあうこと

のできる空間です。また高森山の北には、地区計画制度カ導入された高森台サー

ビスインダストリー・誘致施設地区において、周辺の良好な住環境と整合を図りつ

つ、生活利便施設や頭脳集約型都市型産業の研究 ・生産施設等の誘致を進め、健

全で活気のある地区として形成されつつあります。

田地区の基本的方針・

0高森山の緑を拠点とし、緑の軸で図まれた住宅地を形成する。

殺の拠点としていくため、誘致施設内への芝の植栽、ポイントとしての高木の

配置、誘致施設周辺への緑化の推進によって、緑の中に施設が点在する景観を創

り出します。サービスインダストリー ・誘致施設地区は、住宅地に隣接している

ため、周辺住宅と調和した形態 ・色彩などとすることが必要とされます。

また、周辺住宅地では、中高層住宅の高森山への景観的配慮、低層住宅などへ

の緑化を推進し、周辺の幹線道路では、既存の緑地を生かしながら傾斜面などへ

の緑化によって緑の軸で固まれた良好な住宅地を形成していきます。

。
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-整備事例 ・

-学校周辺では、施設と道路とが一体となったゆとりある歩道空間を形成します。

-高森山周辺では、遊歩道の設置による散策性のある空間を形成します。

周辺道路と学校用地との一体的惨

な整備により、緑あふれ、ゆと

りある歩道空間を創出する。

工業地と住宅地の間に幅員の広惨

い遊歩道を整備する。

γ
l
l
 



高森山周辺地区景観整備計百冨一|

地区の位置

緑に窃まれた誘致ht!設地区の形成

-誘致結設・研究所等における地区計画、緑化協
定による周辺及び地区内の緑化の縫進

-建築物の外観、広告物への配膚

・周辺における並木道の形成
-斜面にあ、1する緑化のf量進

低居住宅抱でのゆとりとうるあ、いの創造

.統一位のある笠11湿の綬置

・統一慌のある建築形態の創造

-地区内におけるコミュニティー道路の形成
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地区内における緑のネットワーク



ビール

・高蒜山山頂付近における展望スペースの確保
.中高層住宅における周辺への配慮
.~木道、花木の徳裁によるi!ii富山への視覚的額

導性の向上
・高森山の緑の保全

-常費量となる高森山との関初
.道路側での緑化の縫進

i3 

箆8寧 ';/=~JiJ，盟醤本器国

-濁辺道路との一体的g備による歩行者空間の慾
充

・周辺環境への配慮

--

⑥ 



3) Cゾーン

u空i生」

0春日井 I. C.を中心にうるおいある空間が形成され、また都市機能の

充実を図るための複合拠点として調査研究が進められているゾーン

景観整備の方向性

Cゾーンには、東名高速道路の春日井1.C.があり、車による本市のゲートと

しての役割を担っています。その周辺には、田園や公園、緑道があり、うるおい

と憩いの場を市民に提供しています。

また、自然地と市街地との境に位置し、その調和が求められるゾーンであると

ともに、春日井1.C.周辺の好立地条件を生かした商業・アミューズメント・物

流・生産 ・研究開発などの都市機能の充実を図るための調査研究が進められてい

るゾーンです。

車のゲートとなる春日井I.C.、菌道19号、国道155号の結節点付近においてド

ライパーの視覚的な誘導性、シンボル性を高めます。

春日井1.C.周辺では、池や公園を緑道でつなぎ、散策性のある自然味のあふ

れる空間を形成します。また、都市機能の充実を図る複合拠点としての整備を進

める中で、この豊かな水と緑との調和を図ります。

0市のゲートを演出するe

春日井1.C.、国道19号、国道155号の結節点付近は本市における車のゲートと

して、 ドライパーの視覚的な誘導性を高めます。

4 

4国道19号・国道155号の交差点では

主要結節点としてのイメージの向

上を図る。
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0水辺や緑を生かした憩いの空間をつくる。

春日井1.C.周辺に位置する池や公園を緑道てつなぎ、散策性のある自然味の

あふれる空間を形成します。

落合公園水の庖

ふれあい緑道、みずすまし緑道を砂

生かしながら、緑のネットワーク

を形成する。

‘落合公園では、本市を代表する公

聞として、質の高い緑を創出し、

その話題性や文化性を高める。

0緑と謂和した都市機能の充実を図るための複合拠点を創造する。

春日井1.C.周辺の好立地条件を生かした商業・アミューズメント・物流・生

産・研究開発などの都市機能の充実を図りながら、緑あふれる複合拠点を創造し

ます。

春日井 上C.周辺では、開発によ砂

って建設される施設において、周

辺環境との調和を図る。

5 

大泉寺町



Cゾーン景観整備計画図

.段E崖樹綜他の保全

-下原古窯跡群局辺の歴史住を生かした空鏑

-緑道沿いの池とー{本となっfeうるおいのある軍聞の形成、
• 

.溶合公園への誘導性を高めるための花木の植栽

ふれあい緩撞

.落合公園における親水性のあるレクりエーシヨン空間の形成

.落合公園周辺に位置する大規僕建築物・鉄塔における形態、色彩への配慮

.春日井1.C.Iとおける線竜王基調とした修景による環度的配慮、
ゲート性を笠tJ)した空間の形成

6 



鏡§寧

E 孟邑

;也におけQ自然を生かした空間の形成

l交差点邸における屋外広告物の整理、統合化
.交差点を中心とした並木の配置

~ 

開発との調整による回国・果樹置の保全

内治JIl

眺塑:Iillli誌における視界の確保

建設される建築物における洛ち着さのある意匠への配慮、
施設内・周辺の緑化の縫進

¥フ
/B
E
s
t

・

例凡東名高速道路法面での緑を塞鈎とした修景

緑のネットワークの形成

交差点部での花湿
及ひモニユメンタルな樹木の配置

生け垣の推進等による
緑あふれる住宅地の形成

工陽電辺の緑也等による周辺住宅地との調和
生け垣の縫進等による

緑あふれる住宅地の形成

東名高速道路高架部の修景



春日井 1.C周辺地区景観整備計由一l

園地区の概況・

本地区は、春日井r.c.を中心とする地区であり、都市機能の充実を図るため

の複合拠点としての計画のある地区であり宮す。

また、春日井1.C.を中心に回国や池、果樹園などのうるおいのある地域でも

あります。

園地区の基本的方針.

0自然景観の活用と新たな緑の創造を図り、

都市機能が充実した複合拠点を形成する。

春日井1，C.を中心とする商業・アミューズメント・物流・生産・研究開発な

どの都市機能の充実を図るための複合拠点を創造する際に、現存する池や回国な

どの自然景観を極力残していくとともに、新規に建設される施設などでは、道路

前面へのまとまりのある緑化の推進、施設の建築形態 ・色彩などへの百己躍が必要

です。

また、道路内においても連続した街路樹の整備によって本地区にうるおいをも

たらし、春日井1.C.周辺では、高木のモニュメンタルな配置によってゲート性

を高めていきます。

8 



E話S寧 ~=，:þ'邸醤縄問

.整備事例 ・

-国道19号と国道155号との交差点では、植栽や花壇設置により、ゲートイメージ

を向上させます。

-茨池周辺では、隣接する緑道と一体となったうるおいのある空間を形成します。

花壇やモニュメントの整備により、交差点惨

イメージを向上させる。

水と緑により、自然味あふれる砂

空間を剣出する。

。



亡笹井I.C局辺 地区鮒整備計画図

地区の位置

水と緑のあふれる絡の形成

・ふれあい線運沿いにおける中池・茨池との一体

的盤i首

空への嬢観的配慮

・1l;合公趨・東名高速道路から見える鉄浴にあ、け
る色事5・形態への配慮

線あふれるゲートの創造

・審白井 1.C.周辺における緑化の縫進
・出入口におけるモヱユメンタルは樹木の配置
・ 東名高速道路高架部のl~.、法薗の緑化

干

歴史に触れる乙とのできる場の彫成

・下原古来跡事草における その歴史住宅E生かした

~閣の形成



-高架部おけるシンボリックなデザインを用いた
修策盛儀

・主要交差点における花纏・ モニユメンタルは樹
木の配置

-屋外広告物の統合化

-71 

⑧ 
q_ ヨ・・・・

緑あふれる田園の保全 | 

鎚発との鰐霊による自国・ 果倒留の保金主 | 

統一位のある都市機能の充実を図るための
複合拠点の創造

.飽設等の大規模建築物のゼツ トパックによる道

路側での連続した緑化をf並進する。
・広告物の墜箇利用の推進

-生け燈のf量進
.学絞周辺における道路前面への緑化の縫進

凡例

~O 



4) Dゾーン

0ゆとりある住宅地をベースにし、本市の核となる中心市街地・勝/11駅前地区が

ロードサイド型のにぎわいのある高業空間によってつながれるゾーン

Dゾーンは、中心市街地 ・勝川駅前地区の2つの本市の核となる地区が、国道

19号沿いに形成されるにぎわいあるロードサイド型の商業空間によってつながれ、

これを軸に土地区画整理事業によって形成されたゆとりある住宅地カf南北に広が

るゾーンです。

|景艦備の方向~

都心部を中心に広がる親しみのある住宅地として、低居住宅の統一性のある住

宅地景観を守りながら、ゆとりある歩行者空間を形成します。また、ロードサイ

ド型の庖舗を生かしながら、にぎわいと散策性のある沿道商業空間の演出を図り

ます。

O~親しみのある快適なまちをつくる。

都心部を中心に広がる親しみのあるまちを形成するため、さ歩行者が快適に通行

できる歩行者空間を形成します。また、ロードサイド型の庖舗を生かしながらに

ぎわいと散策性のある沿道空間を形成します。

瑞褐通

，72 

‘国道19号沿道では、にぎわいのあ

る空間を形成する。



内津勝川線では、市民が歩きなが砂

ら楽しむことのできる商業空間を

創出する。

箆tJ~ ~=:J:?fJJ.躍醤志諦国

0都心部に近い成熟した住宅地の景観を整える。

低層住宅の広がる統一性のある住宅地を守りながら、歩行者空間・住宅地の緑

など洗練された住宅地景観を形成します。

土地区画整理事業によって形成さ砂

れる住宅地では、緑あふれ、統一

性のある住宅地景観を形成する。

73 

‘地蔵川では、沿}IIの桜並木を生か

した季節感のある景観を形成する。

下八田町



Dゾーン景観整備計画図 寸

-国道 19号における統一位のある
歩E担分続による快適な歩行者空間の形成

-地蔵川における鎖並木を生かした季節感のある美しい河川空間

74. 

E 
E 
E 

J R~央本銀



• 

庄内町

JR中央本線沿いにおける花木の徳裁

75 

舘S寧ゾーシ麟欄間 1

⑥ 
いと統一位のある商業空間の形成

道 19号沿道にあ、ける!苫舗の個性化、屋外広告物の楚理、

駐車場の緑化、 ライトアップによる夜間震観への演出

にぎわいと統一位のある商業空間の形成

庄内川の河川敷を利用した遊歩道の設置、
うるおいある空間の形成

河川敷への草花の植栽による美しい自然祭観の創造

凡例

緑のネットワークの形成



| 国週刊号ロードサイ ド 地区景観整備計画 | 

園地区の概況・

本地区は、国道19号を軸とするロードサイド型庖舗が建ち並ぶ地区です。

国道19号は市内外の人々が多く往来し本市のイメージをE臨Zする地区でもあり

ます。

その沿道にはシンボリックなデザインの商業施設も見られ、にぎわいのある空

間を形成している反面、巨大化した屋外広告ず抑カ清し立することにより道路景観全

体としては雑然としたイメージがぬぐえない状況となっています。

.地区の基本的方針・

0軸としての道路景観の創造と

にぎわいのある商業空橋を形成する。

個々の庖舗のシンボリック化、前面への低木植栽を推進、交差点における高木

などアクセントとなる修景などによって、一層のにぎわいを演出します。

また、屋外広告物の設置位置の統一、中知子離帯への中木の植栽により、にぎ

わいの中にも統一性を演出していきます。

マ



f)SJ寧 ~=:;，夕刻醤縄問

-整備事例・

-主要交差点では、花壇の設置や屋外広告物の整理によって、ポイント性のある

空間を形成します。

-国道19号では、本市の主要軸として緑化を推進します。

モニュメンタルな植栽により、砂

交差点のポイント性を向上させ

る。

緑あふれ、統一性のある道路空砂

間を創出する。

n 



国道19号ロードサイド 地区景観整備計画図

地区の位置

-主要交5差点におけるアクセントとなる花壇やモ
ニコメント等の般置

・交差点における屋外広告物の統合化

-幹線道路における並木の形成

・ゆとりある歩行者空間の確保、緑化の推進

刊



-緯線道路にあ‘ける並木の形成
・ゆとりある歩行者空間の確保、緑化の後進

マ9
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⑥ 
050 0  

-中央分自佐平静における中低木の連続した植栽
・ゆとりある歩行者空間の確保、緑化の推進

-主要交差点におけるアクセントとたまる花酒やモ

ニコメント等の設置
・交差点における屋外広告物の統合化

-個々の后舗の個性化
.屋外広告物の鐙理
・個々 のr.5舗にあ、1する道路側での低水によQ植裁、

モニコメンタルな樹木の配置
・駐車11における緑化

凡例

の形成



5) Eゾーン

「 特性 1

0工業機能を主に商業 ・住宅機能など複合的機能を持つゾーン

Eゾーンは、大規模な工場や中小工場が集積するゾーンです。その他に、住宅

や商業も存在しており複合的な機能をもっています。

また、名古屋第二環状自動単道や庄内川に架かる橋はランドマークとして、ま

たゲートとしての役割を持っています。

〔景福層扇向性J

名古屋市から本市へのゲートとなるため、東名阪自動車道をランドマークとし

て演出し、本市を印象づける都市のシンボルを形成します。また、工場、商店街、

住宅地相互の調和を図ることが必要となります。

二子山古墳およびその周辺の古墳、小野道風公誕生地などでは歴史的な要素の

演出を図ります。

0ランドマークを生かし都市のシンボルを形成する。

名古屋市から本市へ訪れる人に春日井を印象っ・けるため、橋梁、橋脚など各種

ランドマークの効果的な演出を図ります。

松淘声町

80 

4 名古屋第二環状向動車道では、

本市のゲートとなる構造物として、

ランドマーク性を高める。



箆S皐 ~=~郡醤悲母国

0史跡や街道などの歴史的景観をまちに生かす。

二子山古墳およびその周辺の古墳、小野道風公誕生地などの歴史的要素の保存、

および歴史的趣を周辺に波及させることにより、昔ながらの歴史的情緒を将来に

残していきます。

小野道風公誕生地周辺では、歴史砂

性を生かした空間を創出する。

0調和のとれた住工高複合の衝を形成する者

工場、商庖街、住宅地とを調和させ、落ちつきのある住宅地に見合った・活気の

ある工業地、にぎわいのある商業地を創出します。

味巽町

味美駅周辺では、地域に密着した砂

商業空間として、にぎわいのある

歩行者空間を演出する。

81 

‘工業集積地では、緑化や建築物の

デザイン的な配慮により周辺環境

に配慮する。



-空港南における水と緑
〈エアフロントオアシスの形成〉

-街路樹や街路灯による釈へのアプローチ性の向上

-駅前の空間形成、釈舎の修景等、
線を基調とした修景艶備

.名古屋第二環状自動車道高架部の修祭

.にぎわいと統一位のある商業空間の形成
・屋外広告物の統→じ、街路灯の修景による
統一伎のある商業空間の形成

-二子山吉i賓と一体となった公置の艶備等によ
歴史的集観の演出

-二子山織の修景g備による
二子山古畑へのアプローチ性の演出

.82. 

街道沿いにおける統→笠のある緑化、
街路灯・ガードレールの重量のある修祭整備

白井西部地区開発整備における緑に包まれic生活拠点、
商業・ザーピス鎚点の形成

ふれあい線道

‘ .."..，.......---，----.' 
E 

J R\~*線
11に架かる自民梁のゲートイメージの向上

僑絡めにあ、けるポケットパークイヒ

302~きと国道 1 9号交差点における
モニユメンタルなlIi裁によるゲート位の向上



名古屋第二環状自動車道

庄内川に架かる帯電梁のゲートイメージの向上、

矯詰めにあ、けるポケットパーク化

河川敷への草草花の纏栽による美しい自然象観の創造

，83 

⑥ 
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地区画整理事業の行われ~地域における
地区計画制度の導入!とよる緑あふれる快適な住環療の整備

地蔵111

1野温風公挺!:E.I{!J周辺における歴史伎を生かした空間の形成

11敷への箪花の植栽による美しい自然祭観の創造

凡例

緑のネットワークの形成

交差点部での花溜
及びモニコメンタルな倒木の配置

生け垣の縫進等による
緑あふれる住宅地の形成

生活道路における ~ 

ゆとりある歩行者空間の形成

_ 1許喧辺縫錠lこさる周辺住宅地との調和I ~(j~旦の推進等による
l - 緑あふれる住宅地の形成

田・|工場周辺の緑化等による周辺住宅地との調和

庖鱗の個性化説経してのにぎわいの創造

東名阪自動車道高架部の修察



景区地辺周戸-m"
 

j
 

松
ー

-地区の概況・

本地区は、尾張広域緑道、小野道風公誕生地などさまざまな要素を含んでいる

地区です。

また、 地区計画を導入した土地区画盤理事業も行われる地区です。

-地区の基本的方針・

0土地区画整理事業を活用し、緑あふれる住宅地を形成する。

土地区画整理事業に伴い建築物の壁面後退による道路前面への緑化の推進、尾

張広域緑道の整備、土地区画整理事業による緑地の形成、道風公園の歴史性を生

かした空間の創出など、個性的な緑や空間を増やしてし、く必要があります。

，4 



箆S寧ゾーシ邸童話諸冨

-整備事例 ・

-松川橋では、本市へのゲートとして、景観形成を図ります。

-住宅地では、ゆとりある空間整備として、緑道を形成します。

高欄及び歩道の修景により、橋のイメージを向砂

上させる。

ふんだんな緑化により、住宅地砂

のゆとりを創出する。

-85 

松沼戸町

札幌市



松河戸周辺 地区景観整備計画図

地区の位置
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住宅地への緑の漣供

.浄化センターにおける緑化の推進
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ゲー トの創出

.m詰めにおけるモニユメントの設置
・徳t吉めにおける庄内川底望むことのできるポケ

ットパークの設置
・矯梁のデザイン ・色彩へのi!ielil
・夜間におけ否情梁のライトアッフ

87 

⑥ 
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-土処区趨登狸事業及び地区計画の導入による快
適は住環績のM傷、緑あふれる沿道型施設の立

地
・道路前面への緑化の推進
・土地区歯車産J!事業に伴う公園・緑地のDi'保
・住宅地にcl5ける澄歩道の形成

歴史的情緒の高湯 | 

・小野道底公誕生地・道風公厨における歴史往を l 
生かした空舗の形成 l 

-庄内川河川敷における草花の徳裁等による総犬
伝芭然環演の創造

-親水伎のあるレクリエーション空悶の創造

凡例

公窃内にあ、ける花木の徳裁



6) Fゾーン

「性笠=-J

0回菌・住宅・歴史的要素が調和したのどかな住宅地景観の中に
小規槙ながらも商業・工業機能を持つゾーン

Fゾーンでは、集落地の中に密蔵院や古噴をはじめとする歴史的要素を有し、

田園と調和するのどかな風忌を見ることができます。また一方では、土地区画整

理事業などが進み、整然と建ち並ぶ住宅や商庖街、大小の工場が点在する複合的

な機能をもっゾーンでもあります。

i Fー①ゾーン;景観整備の方向性|

ゾーン北部では田園と住宅とが混在したのどかな風去を保全しながら、緑を増

やし、住宅と田闘が調和する景観を形成します。一方、南部の土地区画整理事業

によって形成された住宅地においても緑を増やし、ゆとりとうるおいのある住宅

地を創造します。

また、公園や河川を効果的に活用することにより、住民が憩い楽しめる空間を

提供することが必要です。

Qa菌と住宅が識和したのどかな景観を形成する‘

このゾーンの北部では回国と住宅地とが混在したのどかな風景を醸し出してい

る。その風景を保全しながら、緑を増やしていくことにより、住宅と回国が調和

したのどかな景観を形成していく。

.88 

‘集落地景観のー要素として田園を

活用する。



fj!SJ$ ~~~溺笛窓皆鼠

0緑と氷辺を生かす。

公園、公共施設、河川を効果的に活用することにより、緑あふれるまちをつく

ります。

緑と水辺を生かしたゆとりある歩砂

行者空間の整備により、ふれあい

の場を形成する。

0ゆとりと落ちつきのある住宅地をつくる。

土地区画整理事業によって形成された整然と建ち並ぶ住宅、および今後土地区

画整理事業カマ子われる住宅地では、建物まわりなどで緑を増やすことにより、緑

があふれ、ゆとりとうるおいのある住宅地を創造します。

緑道沿いの住宅では、緑化を推進惨

し、緑あふれる住宅地を形成する。

0歴史の趣が生きる風棄を演出する。

文化性・歴史性をもっ寺院・神社において、その形態を保全し、重ねられてき

た歴史のもつ趣を今に伝えます。

伊多波万神社では、緑あふれる参砂

道の保全や伝統行事の継承によっ

て、歴史的趣を残す。

e 
伊多渡万神社



-伊多波刀符社の緑あふれる参道の

「 己 宣之ーン鮒整備計画図 l 

.~へのアクEスの険制

~ 

-ヶローナ通りを生かした名鉄春日井駅への動線の確保

'--. 

-親水位のある空間の創出、
緑道沿いにおける位置する建築物の外壁の美化

ふれあい緑道

。



圃と調和しだのどかな住宅地の形成 ⑥ 
0 500 1.筑間

病院における周辺ののどかな自国景観と
調和した形態 ・色彩への配慮

の整備に合わ守た街路樹、
ガードレール、 屋外広告物への配慮

における街路樹の聾備による歩行書空間の充実

辺の道路と→本となっ定歩行者空間の整備による
市民のふれあいの場の形成

成形のク
一つ

k
-y

 

・1

例

一
ネ

一
の

一
緑

凡一

置

成

成

和

成

配

形

形

鋼

形

の
一

の

の

の

の

木

一

地

問

と

地

樹

一

宅

空

一
地

宅

な

一

住

吉

一
宅

住

ル
一

る

行

一住

る

タ

一

れ

歩

一
辺

れ

ン
一

ふ

る

一
周

ふ

メ
一

あ

あ

一
る

あ

ユ
一
る
緑

り

一よ
る
線

二
一
よ

と

一
に
よ

温
モ
一
に

る

ゆ

-等
に

花
び

一
等

け

化

等

全

一
の
及

一
進

お

緑

進

保

一
で

縫

に

の

雄市

の
一
部

の

路

辺

の

う
一
点

垣

遊

園

畑

一

そ
↑
差

け

活

渇

け

交

生

生

工

生

造

成

金

一

い

地

保

一

わ

宅

一

の
一

ぎ

一

俊

一

圏

一

に
一全

る

一

-

の
一
保

れ

一

一

て
一
の

ふ

一
景

て
一

し

一態

あ

一修

し
一
る
と

一
形
る
緑

一
の

と
一
よ
地

一
落

よ

部

ス
一
に
鎌

一
策

に

栄

二

等
商

.恒

準

高

ぺ
一化

し

進

路

ス
一位

和

雄

遁

ン
-
個

飼

の

速

ブ

の

と

短

高

と
醐

一甥

賠



(亙配線道周辺 地区景観整備Itiil

-地区の概況.

本地区は、本市の緑の骨格軸でもあるふれあい緑道を軸に住宅地が広がってい

る地区であります。

その緑道は周辺住民の憩いとやすらぎの場となっています。

-地区の基本的方針・

0ふれあい緑道を生かし、周辺住宅地に緑の帯を形成する。

ふれあい緑道での緑の保全、モニュメントなどの設置、清掃など、適切な維持

管理による緑道のグレー ドアッアを行っていきます。

また、緑道の緑を周辺住宅地に波及させるため、緑道に面する住宅などの緑化

を推進してL、く必要があります。

12 



趨S寧ゾ~~JfJ，語醤容器留

.整備事例・

-緑道沿いの住宅では、緑道との一体化を目指した道路前面への生け垣・花壇設

.置が必要です。

-ふれあい緑道では、より一層質の高い緑を創出していくため、再整備を図ると

ともに、適切な維持管理を図る。

道路植栽と→本となった緑あふ砂

れる空間を形成する。

水景施設の設置、草花の植栽に砂

より、質の高い自然味あふれる

空間を形成する。

丘二

3 



「 玄れあい緑道周辺 地区景観整備計画図

地区の位置

緑遣をE銚める地点の確保

空への景観的配慮

・ふれあい線道周辺に位置する鉄繕における色影 ・
形態への配慮

・新規に立てられる鉄t苦における緑遥からの眺望
景観への配慮

4 



緑広がる空間の保全 i 

-みずすまし緑道沿いに広がる田湿の保全 l 

銚花台辱

BS寧 ~=J?fJJ/J惨翁覇~&Jjj

⑥ 

-盤偏されたあふれる木々の保全
.水辺へのアプローチ位の向上

-モニユメント・ペンチの股蟹

公留と緑道との一体化

l'公開と線道を結ぶ道路における沿道へのプラソ
i ターの綬置、歩行書空間のJ!備

-周辺住宅勉における線道側への緑化の縫進
.大綱領建築物における色彩・限移の配.
・望地の緑化
・公終結級における色彩・形態への配慮、線道側
への緑化の推進

凡例

の地区



F一②ゾーン;景艦備の方向性 |

整然と建ち並ぶ住宅地において緑を増やすとともに、庄内川I・内津川の水辺を

生かしたまちを創造します。

また、密蔵院および高御堂古墳の歴史性を生かしながら、周辺の田園と調和し

た集落地を保全し、歴史的要素の演出を図ります。

0水辺を活用したうるおいのあるまちをつくる。

庄内)11・内津川の水辺を活用し、親水感あふれるまちを創出します。

内問11肋k路を生かし、住宅地に砂

うるおいのある空間を提供する。

6 

高厳守町

‘庄内川|に架かる東谷橋などでは

都市間を結ぷゲートとしてのイメ

ージの向上を図る。



箆S寧 ~=:J;ク塁間醤本ØíA厨

O歴史の趣と集落とが調和したまちをつくる。

密蔵院および高御堂古墳の歴史性を生かしながら、周辺の田園と調和した集落

地を保全し、歴史的要素の演出を図ります。

密蔵院周辺では、歴史の拠点とし砂

て、市民が歴史に触れることので

きる空間を形賦する。

‘神領町周辺に形成される集落では、

田園と調和した昔ながらの景観を

守ってし、く。

密蔵院多宝活

0ゆとりとうるおいのある住宅地をつくるe

土地区画整理事業によって形成された整然と建ち並ぶ住宅において、緑を増や

し、ゆとりとうるおいのある住宅地を創造します。

土地区画整理事業により形成され砂

る住宅地では、区画道路を生かし

たゆとりある歩行者空間を形成す

る。

7 



F-②ゾーン景観整備計画函

.熊野線・河北線での{彦景整備による
密蔵院へのアクセス性の向上

-高御堂古績での市民が歴史に触れることのでき
.高御堂古漬周辺の緑化による集落地や田園との調和

津川の氷辺と一体となった
親水位のあQ空間の形成

内海111

8 

#~.:==-. 

fj 
// 

// 

河川敏への草花の徳栽による築港地や白濁との調和

の市民が歴史に触れることのできる空間の形成

蔵院周辺の緑化による集沼地や白濁との調和



155号沿道における居続の個性化、屋外広告物の整理、
駐車場の緑化、及びライトアップによる夜間景観への演出

⑥ 
11- .組 ~ 

155号における統→笠のある緑化、
歩草分離による快適な歩行者空間の形成

われる地滋での
緑あふれる快適な住環境の箆備

庄内川

ノ
_c_./ 

庄内川沿いにおける大規模建築物への助言・指導等による
瀬戸方面の山並みとの調和

庄内川に架かる僑梁のゲートイメージの伺よ、
橋詰めにおけるポケットパーク化

成形のクワk
!
 

ツ

例
一
ネ

一
の

一
緑

凡一

担量

一

が
崎
市
内

・
レし

-
門
U

宮
内

EMu
-

z
H

百円

F
J
'
-
毛
P
1

日目

配
一

形

形

一線

一
調

形

の
一

の

の

一
の
一
の

の

木
一

地

問

一辺

一
と

地

樹
一

宅

空

一周

一地

宅

な
一

住

者

一
、
一
宅

住

レ
-
5

-7
一じ
一主

主
U

l
-

-官

f
-イ

-t

i

タ
一

れ

歩

一美

一
辺

れ

ン
一

ふ

る

一
の
一
周

ふ

メ
一

あ

あ

一面

一
る

あ

ユ
一
る

繰

り

一壁

一よ
る
緑

一
一
一
よ

と

一
る
一に
よ

量
モ

一
こ
る
金

一.7
一撃
こ

i
J

E
i

f

-

-
1

E
e
-
-
-

花

ひ

等

け

お

一起
守

の
及

一
進

お

に

一緑
遂

で

維

に

宅

一
の
推

部

の

路

住

一辺
の

点

痘

道

層

一
層
畑
一

星
E

寸
J

平

白

宮

司

一
旦
勾
↓
J

i

!

?

J

E-
-

交

生

生

中

一
工
生



「E蹴・糊周辺地区景観整備計画 | 

-地区の概況・

本地区は、本市を代表する歴史的要素である密蔵院、高御堂古墳が見られる地

区です。

また、土地区画整理事業に伴い道路の整備などの行われる地区であるほカ¥回

国と集落など歴史的要素か重なりあって情緒ある景観を見せています。

-地区の基本的方針・

0密議院・高御堂古墳へ至る歴史的情緒ある動線を確保する。

高御堂古墳および密蔵院周辺では、その歴史性を生かした公園の整備を推進し

ていきますの

また本地区で行われる土地区画整理事業を活用しながら、神領駅から歴史的要

素までの動線となる道路沿道における趣のある建築形態への助言・指導を推進し

歴史的情緒を高めていく必要があります。

100 



箆:1Jf!J ~=~J邸醤容器留

-整備事例 ・

-幹線道路沿道では、沿道建築物の統一化と趣のある修民・をほどこし、歴史空間

への誘導性を高めます。

-密蔵院周辺では、その歴史性を生かした歴史の拠点となる空間を形成します。

沿道建築物の修景により、歴史砂

空間への誘導性を向上させる。

伝統的な建築物の保全により、 砂

歴史的情緒を向上させる。
名古屋市

101 



川議院・神領周辺地区景観整備計画図

! !ili1ZO1立置

歴史的空間への彼覚的誘導伎の創造

・土地区圏整理事業によって形成される谷線道路
沿道建築物における趣のあるi彦衆、生け短の推

進によるをE措置院・高御堂古演への動車車の確保

高御堂古績の歴史伎の向上

-近隣公砲の整備に合わぜた歴史性を生かしだ空 | 
簡の形成 | 

102 



緑あふれる駅前広湯

• i申争責駅前における緑化の縫通産、モニユメンタル

な樹木の&i置
. ?申領自Rの駅前広11の盤情、 駅舎の修績による~
~の鎚点としてのイメージの確立

103 

窃IJ$! ~=~郡醤諒歯周

にぎわいとゆとりある駅前通りの創造

・8舗のファサード、屋外広告物の統一化
.デザインされた街路灯の般f!
-ゆとりある歩行哲空間の確保、街路側の登備

快適1;1.住環t.Ilの形成

・土地区也監理'策による緑あふれる快適な住環
鴻のg備

・土地区..辺司o.に伴う公団・線飽の確保
・住宅勉における遜多避の形成

ゆとりある歩行寄空間の形成

・干申領小学校における周辺道路との一体的な盤情

身近1;1.惨いの空間の形成

-庄内川における河川隙への湯花の徳裁による後
犬伝自然環境の創出

-河川敷へのレクリヱーション空間の形成

凡例

⑥ 

。
公園内における花木の植栽

東名高速道路高架部の修祭

交差点での花泊及び
モニユメンタルな樹木の配置



7) Gゾーン

「注生」

。大規模な計画を有し、

本市において拠点となるべく地区および駅を中心としたゾーン

Gゾーンは、中心市街地および勝川駅、高蔵寺駅を中心とする地区です。

この3つの地区は、大規模な計画などによる市の拠点となる地区であり、また

JR各駅を有する市の玄関口ともなる地区です。

中心市街地(Gー①ゾーン) 地区景観整備計画 i 

中心市街地については、市役所周辺、国道19号沿道、一宮・春日井線沿道、春

日井駅周辺では、商業を中心とした都市空間を創造し、内津勝川線沿道では、回

避性のある商業地を形成し、下街道沿いに形成されている商庖街では、歴史性を

考慮、した散策性のある商庖街の形成を行っていきます。

また、これらのネットワーク化を行っていくとともに、 JR春日井駅から市役

所や中央公園等への動線を分かりゃすくしていきます。

そのほか、周辺に位置する住宅地では、中高層住宅の美装化に加え、公園など

を生かした緑あふれる歩行者空間の創造などによって、良好な住環境を創造して

いく必要があります。

0市の玄関口となるまちをつくる。

鳥居松、 JR春日井駅周辺では、市の玄関口として配慮し、魅力にあふれ、回

遊性のある都市拠点を創造していきます。

中央通
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‘JR春日井駅周辺では、市の玄関口

として、庖ほ各のあるイメーヅの創

出を図る。



市役所及びその周辺では、市の顔惨

となる空間の形成として、質の高

い緑の創造や人々が憩うことので

きる空間を創造する。

中央公園などでは、都市における惨

オアシスとして再整備を図る。

105 

fi!IJ$i ~=~タ邸器毒掛図

‘中高層建築物では、まちなかの個

々の景観的シンボルとして、施設

形態や色彩に配l位する。

‘地蔵川では、まちなかのうるおい

のある散策路としての創出を図る。

市庁舎

中央公園



-整備事例・

.JR春日井駅前通りでは、ふんだんな緑化や歩きながら楽しめる歩行者空間の

創出を図ります。

-国道19号では、歩行者空間の整備により、安全性の向上とゲートイメージの向

上を図ります。

-地蔵川では、市街地内のうるおいのある空間の形成を図ります。

-市役所から中央公園までを散策性のある総草として整備します。

歩きながら楽しめる歩行者空間惨

を形成する。
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安全性の高い、ゆとりある歩行惨

者空間を形成する。

市街地にうるおいをもたらす護惨

岸の修景を行う。

緑ゆたかな緑道により、散策性惨

を向上させる。

107 
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中心市街地(Gー①ゾーン) 地区景観整備計画図

地区の位置

として貨の高し

.街路樹・街路灯の充実

・公共施政と一体とはったゆとりある歩行書空間

の形成
・市役所周辺の緑化、公開空地の快適1a空間の形

ta 
・文化フォーラムのシンボリツクr.tデザインの導
入

・ライトアッフによる夜間般観への演出

-公共部S!量周辺の主r.t道路側における道路と一体

とはつ~緑化スペースの確保
・公共犯殴周辺の遊歩道の..

-・往の臭化、.織の!I理

.~~公・、春見公楓、ハ鍋公園における、市街
地の電車いの空間としての公園の湾建傭

./ .J:. ，-.. ，_.-- .... .. .〆・・..#

108 

にぎわいのある商策空間の形成

，~いて楽しめるさE行者空間の形成
'..物壁面の輿装化、シンボリツク化

，~遣におけるプランターの股置、舗装の工夫
・衡9a灯・ストリートファニチユアーによる統一
位の創造

・電線の地中化



-並木の保全・形成
・沿道におけるプランタ一等による花木の植栽
.ザイン・ストリートファニチコア一等の&It置
-織あふれる沿道と講和した個々の建築物の形態・

色彩の配，.

-駅前におけるシンボルツリーの級置
.駅舎のライトアップ

-周辺建築物のE壁面の美装化

・ 4歩いて楽しめる歩行者空間のæ~
-モニコメント・ストリートファヱチユア一等の
般置

・電線の地中化

10 

⑥ 
0500  

-建築物の個性化、建iIii形悠への配慮
・個性的な建築物のライト?ツブによQ夜間集観
への演出

・展外広告物の艶理

の形成

-個々の庖舗の美化
.ガードレール・街路灯のデザイン化
.歩いて楽しめる歩行寄空間の形成
・屋外広告物のE監理
・サイン・音による演出

-歩いて楽しめる歩行書空間の形成
.街路灯のデザイン化
・電柱の臭化、電線の監理
.ファサードの統一

都市における

・郵笠公園、乙総公園における、市街地の懲いの
空間としての公贋の湾鐙備

-地蔵川河燥における緑化の縫進
.コミユヱティー道路の形成
・前置梁吉自における銚望Jt!!点の確保

凡例

緑のネットワークの形成

'E観に配慮すべき沿道商業系地区

公@内におけ否花木の植栽

公共施語望号返さ与量空間の形成

ターニンクポイントとしての
イちメージアップ



勝川駅前地区(G-②ゾーン) 地区景観整備計画

勝川駅前土地区画整理事業、再開発事業などの関連計画にあわせ、勝川駅前で

は西の玄関口としての魅力づくりを進めます。また、駅前商庖街では、庖舗の近

代化をはじめ、歩行者空間の散策性の向上を図り商腐街の活性化を進め、これら

の周辺に広がる住宅地においては、緑あふれる住環境整備を推進します。

0西のゲートとしてのシンボル性を高める。

土地区画整理事業、再開発事業、 JR中央本線の高架化などの総合的な整備に

より、地域のシンボパ牲を高め、本市の西のゲートとして演出を図ります。

さらに、鉄道、飛行機、パス等の交通結節点という利便性を生かした都市空間

を創造します。

駅につながる商業空間では、商底砂

街としてのにぎわいの創出と散策

性の向上を図る。

設

図
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成
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形
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せ
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ア
に
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園
で
公

前

や

。

駅

置

る‘
 松新町
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箆~fM ~=~溜醤窓畳居

園整備事例 E

-勝川駅周辺では、再開発事業にあわせ、ゆとりと統一性のある空間形成を図り

ます。

-勝川駅前商庖街では、ファサードの統一化やゆとりある歩道空間の形成により‘

商庖街のにぎわいを演出します。

道路や公開空地の緑化により、砂

ゆとりある空間を形成する。

商庖街のにぎわいを演出する。.砂

勝川|駅周辺

1
I
 

1
 

1
 



勝川駅周辺地区景観整備計画図

地区の位置

-公鍾周辺の道路と一体となっ定歩行者空間の形

成

-沿線における歩道の'重傷
・高調書下甑への緑化の縫進及び修康

112. 



-シンボリックT;J.デザインの導入
・ライトアップによる夜間集観への諸島出
.高層階における展望スペースの確保

・建策物における付帯&~K2'広告物の形態の配.
.屋外広告物の統合化・デザインの配慮
・電車患の地中化

113， 

-公園間辺の道路と一体とたまった歩行者空間の形
成

-駅前商后衝でのさ~I巨共存道路のAítll!
.モニユメンタルな街路衡のN置
. ;，沿道后舗の屋外広告物のs理

・ファサードの統一化、ショーウインドーでの演
出

.J:沿線における歩道のStl
・高架下郡への緑化のf量進及び修策

-駅舎のシンボリック化

・ベデストリアンデッキのN置による駅前商后街
への動織のft{呆

・ゆとりある駅前広鳩の獲備
・名古屋空港へのアクゼス~としての特伎を生か
した修煩

-街路樹の充実
.$.("1淘の錐進
・中高層住宅の道路前面・ベランダにおける緑化

凡 例

⑥ 



高蔵寺駅前地区(GベIDゾーン) 地区景観整備計画

高蔵寺駅周辺では、高蔵寺ニュータウンを主とする住宅地への玄関口として落

ちつきのある景観形成を行います。また、高蔵寺駅の駅舎については、シンボル

化を図り、周辺のあふれる緑や駅前商庖街での花木の植栽によってにぎわいを演

出していきます。

0東のゲートとして親しみのある空間をつくる。

高蔵寺ニュータウンへの玄関口として、落ちついた景観をもちながら、拠点に

ふさわしいまちを形成していきます。

高蔵寺駅では、本市東の玄関口と

して、ゲートイメークの創出を図砂

る。

114 

‘高蔵寺駅へのアプローチでは、駅

への視覚的な誘導性を高める。



留:fJ8 ~=:;，ク部鐙悲器国

.整備事例・

-高蔵寺駅前では、多くの人々の生活の拠点となる駅として、植栽などにより、

落ち着きある空間を形成します。

-駅につながる道路では、駅への動線として緑化を推進します。

モニュメンタルな植栽により、砂

にぎわいとゆとりを演出する。

連続した緑化により、誘導性を惨

向上させる。

115 



高蔵寺駅周辺地区最観整備計画図

地区の位置

-統一伎のあるファザード・屋外広告物の形成
・ストリートファニチコアー・ザイン・奮による
歓策牲の向上

周辺住宅地との慣和

.工燭周囲及び敷地内緑化の推進

'1 



-街路衡の充実
・笠け坦の推進

箆S寧 ~c=J:1.却醤志野函

⑥ 
0 
. 園 田 冨・・・・

北口のパスターミナルの緑の創造

-パスターミナル・道路;谷線における街路側の充実

療のゲートイメージの向上

-駅前におけるモニユメンタルな樹木の配置
.花木の組織

-_線の地中{じ

IRへのアプ

・!m*の形成
-フランターの般債
.シンボルツリーの般I!
.竃線の地中化

-駅周辺の大線復建築物における窓ちつきのある
窓医、周辺への配a

・中高層住宅の道路前面・ベランダにおける緑化

-11・燭周辺の緑化

凡例

500 
冒・・・・

・中高層住宅の道路前面 ・ベランダにおける緑化
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第4章都市景観形成の実現化に向けて





F1Jt.fJ$窃窃愚図語感@察混住紅白砂て

l 都市景観形成の展開

ifj，畏・事業者、行政が一体となって景観形成を推進するg

0行政の役割

都市のほとんどの部分は、時を重ねた人々の生活や事業者による活動によって

形づくられて行くものです。その中で、理念に基づく良好な景観形成を実現する

ためには、市民 ・事業者、行政が一体となった取り組みが必要となります。その

ためには、都市景観条例や都市景観基本計画の基本的な目標と方針を認識し、総

合的かつ計画的に、市民・ 事業者、行政がそれぞれ自らの役割を認識し実行して

し、かなければなりません。

行政としては、調和のとれた個性的で緑豊かな都市景観の形成のため、都市景

観条例に示された事項や都市景観整備に関する整備手法などを駆使しながら総合

的に推進していきます。

その中でも、都市景観条例に示されている都市景観形成地区の指定、都市景観

形成建築物 ・樹木 ・樹林等の指定、大規模建築物・ 工作物等の届出、都市景観市

民団体の認定および表彰・助成などを通じながら市民 ・事業者の意識の高揚に努

め、景観形成の気運づくりを図ります。こうした事項については、行政のみの考

えに基っ・いて推進していくのではなく、都市景観審議会において市民の意見等を

反映していきます。

また、市民の自主的な活動や行動を誘発するため、景観形成事業を積極的に進

め、景観形成における先導役を担うよう努めていきます。

その他、関係法令の活用、推進体制の確立、景観に対する調整などを行ってい

きます。

市民・事業者による景観形成への協力と、 行政側における民間での景観形成へ

の支援と指導及び先導的な活動により、市民・事業者、 行政が一体となって景観

形成を推進していきます。

[行政の役割]

~都市景観条例に基づいた支援・先導的な取り組みを行う~

0指針を明示する.

0景観形成を誘導する。

0景観形成事業を推進する。

0市民 ・事業者の啓発を図る。

O推進組織 ・体制を充実する.

11 



0市民・事業者の役割

都市空間はすべての市民のかけがえのない共有財産であり、調和のとれた個性

的で緑豊かな都市景観の形成がうるおいとやすらぎのある健康で文化的な市民生

活の確保につながるものです。そして、市民・事業者においては、自らが都市景

観を形成する主体であることを認識することが必要です。

その上で、この計画書に示した 「ゾーン別基本計画jの方針を踏まえ、各ゾー

ンに求められる望ましい姿を目標に、市民や事業者のそれぞれが地域の景観形成

のあり方や自らのまちのあり方を考える場への参加が必要となります。

とりわけ境界領域を構成する建築物のファサードや塀、垣根などは都市景観を

構成する重要な役割を担うものであるため、特に配慮が必要です。市民・事業者

が協力しながら、各地域毎の都市景観の将来像を示す指針に従い、景観形成に配

慮、していくことが自らの持つ責務であり、果たしてし、かなければならない役割で

す。

また、良好な都市景観を維持していくためには、身近なことに対する取り組み

も必要であり、ゴミの投げ捨て、自転車の放置、違反駐車、簡易看板や置き看板

等の放置など社会的モラルやルールに反することをなくしていくことから始まり

ます。

さらに、こうした地域の将来像に沿って、市民・事業者が建築行為を行う際に

は、周辺との調和に配慮し、個性と創造性を発揮しながら景観形成を推進するこ

とが必要であるとともに、行政によって計画・実施される都市景観に関する施策

に協力・参加していくことも望まれます。

[市民・事業者の役割]

0市民運動を展開する也

0啓発事業へ参加・協力する。

。建築行為、緑化推進、緑の保全などに際して
景観的な配慮を行う.

12 



O!4Jf1) 窃取額白勝成@禽題化E向砂τ

2 都市景観形成の実現方策

都市の景観を形成するための実現15策は多面的かつ多角的な展開が必要となっ

てきます。また、市民 ・事業者が景観形成推進の主体となる個別の建築物と、行

政が景観形成推進の主体となる公共空間とが調和し、→本となって景観形成を進

めることが必要となります。

1 )行政の実現方策

0指針を明示する且

市民 ・事業者、行政の都市景観に対する認識を共通のものとして、景観形成を

推進していくため、基本的な考え方と施策の体系を方向づける本計画を、全市的

な景観形成を展開していくための指針として、市民・事業者、関係機関に対し、

十分なPRを行い、広く周知していきます。

また、道路・公園整備など公共事業の実施、また、市民・事業者が建緒子為な

どを行う際に本計画の主旨を具体的に事業に反映するために都市景観デザインマ

ニュアルを作成し、景観形成を推進するための指針として活用していきます。

• 
・0
・・・・‘

-・・..._..~・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・--.. 
-都市景観基本計画の周知
-都布景観形成デザインマニュアルの作成 ， 

... --......・・・・・・・・・・・・・--_..........__.

[都市施設〈道路 ・橋梁)のデザイン指針事例]

， ， 

J 畑-，¥ 
・漣続性のある道路値裁を施し、
道路空間にゆとりをもたぜる。
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[都市施設(河川1)のデザイン指針事例]
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• 
[公共サインのデザイン指針事例]

-車両系誘導サイン〈春日井市〉・

3700 
b加 1叩!! 2500 
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0景観形成を誘導する。

良好な景観形成の向上を目指すため、景観形成を重点的に図る必要がある地区

を都市景観形成地区として指定し、その地区の景観形成の指針を定めていきます。

また、都市景観上維持または保全することが必要であると思われる建築物や工

作物、そして地域にゆとりとうるおいを提供する樹木や樹林について、都市景観

形成建築物等として指定し、維持・保存していくことを推進していきます。

そのほか、市全域において、周辺地域の景観形成に重要な影響を及ぽす大規模

建築物などについては、条例に基づいて誘導基準を定め、地域の景観形成に資す

るよう誘導を行います。

そして、市民・事業者が行う景観形成を支援していくため、助成制度を定め技

術的な援助や経費の一部について助成していきます。

-都市景観形成地区の指定

-都市景観形成建築物等の指定

.大規模建築物等の届出

[都市景観形成地区の指定に関するフロー図]

都市景観形成地区の指定

意 見

意 見

景観形成計画の策定

-基本目標
・公共施設に係る都市景観の形

.議;』思議謡準策定のため
の指針

【市民の責務】 【市の責務】

届

([銚空間1-1 
: I景観形成事業I: 

準の遊守

~ _____________.__J・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

L__________________L_________________J 

;..者一見ペ助 指 導

助 成 ・ 誌 術的援助 l・54f?32fT225
られる梅合

魅力ある個性豊かで美しいまち
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[都市景観形成建築物等の指定に関するフロー図]

都市景観形成建築物等

都市景観形成上重要な価値がある
建築物、工作物、樹木、樹林等

意見
所有者

ド l 助言

温園田品ι
適正な維持管理

[大規模建築物等の届出に関するフロー図]

大規模建築物等の新築等

大規模な建築物や工作物などの
新築、模様替え、外観の過半の
色彩の変更

意見

景観形成上有効な
大規模建築物等の新築等

誘導基準

124. 
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B$4J寧窃宿震観務感@農寝位に自捗τ

[誘導基準の考え方]

ア〉建物外観に関する要素・・・・屋根、外壁、窓、ベランダ、バルコニー、屋上設備、壁面設備、 ! 
外階段、広告、サイン等 | 

イ〉境界領域に関する要素・・・・エントランス、駐車場、駐輪場、土塀、フェンス、生け垣、擁壁

前面空地、植栽、広告、サイン、地上設備、ゴミ置き場、物置、 : 

倉庫等 j 

2. 敷際
・敷際緑化 ・路面舗装

・公開空地 ・壁面後退

・屋外駐車場緑化 11 

・ショーウインド一、シャッター
1・2階の利用形態など

入
H
ド
リ
汁
-
H
H川リ・1
1
1、

口建物と敷地・道路との関係

l
t
t
 

、、
、、

1 . 配置

・玄関、通用ロ
.ゲート

・屋内・屋外駐車場の出入口など

3. 要素

・屋帳、壁画
-テント、ひさし
・屋外階段

-港屋、屋外債傭
・看級、サインなど

0都市景観形成事業を推進する。

道路、公園、河川や公共建築物などは、都市空間の骨格をなし、都市景観形成

上重要な役割を担っています。また、良好なデザインを持つ公共建築物は、周辺

の民間建築物などのデザインの向上を誘導するものとなります。

そのため、都市景観デザインマニュアルを活用し、国・県・市の関係部課との

調整を図ることにより、個性的で親しみゃすいまちづくりを推進していきます。

-公共的空間における整備・改善の実施 1 

・都市景観デザインマニュアルの活用 1 

・公共事業に関わる国・県・市の関係部課との調整 : 

125 



0市民・事業者の啓発を図る。

都市景観の形成を進めるうえで、市民・事業者カ潤う役割は重要となります。

そのため、積極的に都市景観形成を進める団体を都市景観市民団体として認定

します。

また、都市景観の形成に寄与していると認められる建築物・工作物・広告物な

どの所有者・謝者・施工者及び、都市景観形成に関する運動を推進するなど都

市景観の形成に貢献している方を表彰します。

その他、景観に対して、その必要性を深く認識してもらい、市民・事業者と行

政が一体となったスムーズな取り組みを進めるため、広報・ PR活動を推進して

いきます。

さらに、デザインに関する助言 ・指導するため、都市景観形成にかかる専門的

な知識を有する者による景観面の技術的な援助を行う制度を創設しますp

これらのことを推進しながら、市民・事業者の都市景観に関する意識の高揚を

図るとともに、互いの理解・認識を共通のものにしていきます。

-都市景観市民団体の認定
.表膨制度の実施
・広報 'PR活動の推進
-都市景観アドバイザー制度などの実施-• . ‘... 

• ••• 
，
 

• • • • • 
司
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

0推進組織・体制を充実する。

都市景観行政の円滑な推進を図るため、都市景観審議会を設置し、都市景観行

政において学識経験者や市民の意見を反映するよう努めているほか、都市景観の

形成に関し必要な事項について調査 ・審議を行っています。

また、景観形成においては、公共空間における景観形成事業の実施など、対応

すべき方策は実に多彩です。そのため、都市景観推造車絡協議会を設置し、行政

内部を横断的に進格し、総合的な調整を行っています。

その他、固などの関係行政機関に対して本計画をPRし、景観形成事業につい

ての協力を求めながら、他の機関との意見交換ができる連絡会識を創設します。

-都市景観審譜会
・都市景観推進連絡協蟻会
-関係行政機関等との連結会纏
.m.県に対する要請
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箆4宮部面器翠語感@富喜rJj{A己記白砂τ

2)市民・事業者の実現方策

。市民運動を展開する。

本計画で目指す優れた都市景観の形成には、市民一人一人の取り組みが重要と

なりますが、景観形成をより効果的なものとするためには、団体をっくり、景観

形成の活動として協定などによる周辺環境に配慮、した建築行為や屋外広告物への

直己慮、また、まちなみの緑の創造、清掃活動など自らが進んで実践することが必

要です。

特に、組合組織による土地区画整理事業や団地開発などを実施する事業者につ

いては、その地区の個性を生かしながら、親しみと統一性のある景観を形成する

ため、建築協定の締結や緑化の推進など、景観的配慮、を積極的に推進・誘導する

ことが必要です。

。啓発事業に参加・協力するc

良好な景観形成を行うためには、市民・事業者一人ひとりの心がけや活動か重

要です。そのためには、景観形成に対して関心を持ち、行政に対し常に景観形成

につながる提案や自らの考え方を伝えていくことも必要です。

都市景観に関する意識高揚を図るために実施される都市景観シンポジウム・講

演会なと、の啓発事業へ積極的に参加することが望まれます。

。建築行為、緑化推進、緑の保全などに際して景観的な配慮を行う。

大規模な建築物ばかりでなく、市民の住むそれぞれの住居、市民が働くそれぞ

れの事業所も重要な景観構成要素となり、これらの集合体が都市の景観を形づく

ります。そのため、個々の建築物がそれぞれに景観形成に配慮することが良好な

都市景観を創り出すことにつながります。

特に、事業者はその建築物が周辺景観に与える影響が大きいことを認識し、率

先して周辺との景観的な調和に自己慮する必要があります。

また、建築物周辺の緑化を推進することにより、地域のゆとりゃうるおいを増

やすことが必要です。

[景観的な配慮に関する方策例]

ア)デザインマニュアルなどの活用

イ)周辺に謁和した外壁の色彩や屋損形状

ウ)建物前面の緑化や建物回りの整犠

エ)設備機器などに対する景観的な配慮
‘ ・・・・・・・~ .._--・・・ー・ーーー---ーーー ---・-_.・・・骨骨..._---_.._-------号・ーーーーー骨・ー・・・ー・ー・一・・ー・・ー・ー..・ー一・・ーーー・ーー・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー
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住宅での景観配慮

住宅都市としての性格が強L、本市では、住宅がまとまって存在しており、近隣

との調和が必要となります。最も身近かな空間であり、 「落ち着きjや「親しみ」

のある景観形成が求められます。

それには、落ち着きのある色彩を使用し、豊富な緑を用いながら屋根・外壁・

塀などを周辺のまちなみに馴染んだデザインで形成していくことが必要となりま

す。

この個々の配慮によって形づくられた景観は、通りを歩く人や住民の人々にう

るおいを与え、まちなみの快適性や楽しさを向上させます。また、都市防災面に

おいても安全なまちを形成することにつながります。

[戸建住宅の景観的な配慮の事例]

-外壁は道路や公園からできるだけ後退させます。

・周辺にやさしい表情を男せるため、壁面仕上げ、
窓辺の演出などに配慮します。

言1.外壁の基調色は、落ち着きのあるものとし、周
目 辺のまちなみに1111染んだものとします。

・空調機、配水管などの壁面設備を目立たないよ
うにレます。

そ
の
他|・車庫、駐車場については、周辺環演との調和と周辺緑

E 化に努めます。
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鐙4Jf$窃窃寝酒窃感@良現化紅白色合τ

商業業務施設での景観配E
商業業務施設は、ロードサイド型・ 拠点型・商脂街・業務施設と多種多様の形

態を示し、多くの人々が集まる交流の場として、特色ある景観を形成しています。

市民の生活活動の一つの舞台となる商業施設には、それぞれの持つ特色を生か

しながら、にぎわいと親しみのある景観形成が求められます。

そのため、建築物等の規模・形態・意匠・色彩・広告物等について活気ある景

観形成を積極的に行っていくことが必要です。

この個々の配慮によって形づくられた景観は、買い物客をはじめこれらの施設

や本市を訪れる人々に良い印象を与え、それは、施設のイメ ージの向上のみなら

ず、本市のイメージの向上につながります。

[商業施設の景観的な配慮の事例〕
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工業施設での景観配膚

工業施設は、個々の企業内容や規模から大規模な設備が露出したり、大型車が

行き来するなど、周辺景観に与える影響は大きく、良好な景観が損なわれがちに

なります。

しかし、個々の企業や事業者の協力と努力によって景観的配慮の成された快適

な空間は、働く人々の意欲や企業のイメージの向上につながります。

そのため、圧迫感や繁雑さを軽減し、そして、うるおいやくつろぎの創出、さ

らには施設の顔づくりなど積極的な景観形成が必要です。

[工業施設の景観的な配慮の事例]

道路側からの視覚に配慮する。

7フブローチ道路の整備に努める。
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箆G患部窃鎖翠務感@農窃他民自按τ

広告物での景観配慮 l 
市内の各所でみられる屋外広告物は、 一般に最観阻害要素として受けとめられ

ています。しかし、施設や庖舗への案内板としての役割、にぎやかさの演出要素

としての役割を考えると、その必要性も考えなければなりません。

そのため、この屋外広告物について景観を形成するー要素として、市街地の景

観に取り込んでいく努力が必要となります。

[広告物等のデザイン指針事例]

-表示を最小限に抑えたスッキリとした外観

-共同表示による、バランスよく落ちついたものとし、

整然としたまちなみを演出

・塗料のはく離したものや、老朽化した屋外広告物の

整理による美化

-歩

小
表

震
や

要
彩

邸
色

4
A
V

、

物
え
。

告
抑
る

広
に
す

の
積
膚

面
面
配

壁
・
に

や
鍛
法

よ
の
方

屋
限
示

• 

~ミZミ圭ト、.
.広告物は、集合化 ・デザイン化
野め、周辺環演との調和を図
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1 春日井市都市景観懇話会・審議会の名簿及び経過

1 )春日井市都市景観懇話会

-委員名簿

氏名 磯 備考役

竹内侍史|中部大学教股

石黒鍬二|名古屋造形芸術大学教授

曽田 忠宏 |愛知工業大学助教授

豊 田洋一 |中部大学講師

佐々木健 l愛知県都市計画課長

(鳥井嗣治) 11 

竹股秀雄|愛知県建築指導課長

岡部 保|愛知県名古屋土木事務所長

(極川雅彦) I 11 

水野高司|区長・町内会長連合会会長

高柳 通|青年会議所理事長

(市原和久)

(安藤広和)

11 

11 

(H. 3~4年度)

(H.3年度)

(H.3年度)

(H.4年度)

石田 見子 1;かすがい女性連盟代表理事

林 正彦|愛知建築士会春日井支部長

三浦 録 郎 | 助 役

河野俊嗣|企画調整部長

(水野照雄) I企画調整部長[市長公室長)I (11内度)

山内量博|経済部長

(荒川昭) I 

加藤 昌之|都市開発部長

(野村武夫) I 

松本純一 |勝川地区総合整備室長

(五藤光義) I 

野 村武夫 |下水道部長

〈よ回鐘太郎) 11 (H. 3~4年度)

(H. 3~4年度〉

(11. 3~4年度)

(H.4年度)

-開催経過

平成3-4年度

開催日. 主な議題

平成3年11月14日 |・都市景観の考え方について

平成4年 6月23日|・基本構想策定について

平成4年10月2日|・都市景観形成の考え方

・春日井市の都市像
.景観形成要因の調査

・市民意識調査(中間報告〉

平成4年11月248I・各市の景観行政の体系

-景観形成要因の調査

-景観特性及び諜題の抽出

平成4年12月22日|・都市景観行政の体系化

-市民意識調査
・景観特性及び課題の抽出
.基本構想

平成5年2月23日I.基本構想

-報告書のまとめ

ロM

度

一
催

年

一
開

F
D

-

成

一

平

一
主な議題

平成5年 6月15日|・都市景観行政の体系化について

-都市景観基本計画の策定について

平成5年8月23日|・都市景観行政の体系化について

平成5年10月1日|・都市景観基本計画について
都市景観の理念

都市景観構成要素別基本計画

平成時11月29日| 都市景断政の体系化について

-都市景観基本計画について
都市景観機成要素別基本計画

ゾーン別都市景観基本計画

子成6年 1月II日| 都市景観基本計画について

ゾーン別都市景観基本計画

地区景観計画の具体化について

景観形成の実現化に向けて

平成6年2月21日| 都市景観基本計画一て
地区景観計画の具体化について

景観形成の実現化に向けて

-報告書のまとめ
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参考資斡

2)春日井市都市景観審議会

・委員名簿

氏名 役 機

学識経験者 石黒備二 名古屋造形芸術大学教授

林 上 名古屋大学教授

塩見弘幸 中部大学助教授

曽田忠宏 愛知工業大学助教授

豊田洋ー 中部大学講師

岸本詩緒子 ライター

村島忠彦 愛知建築士会春日弁支部長

吉岡しづ代 愛知建築士会春日井支部女性部長

川崎正彦 春日井商工会議所副会頭

平野正和 春日井市商庖街連合会会長

野浪博之 春日井市区長・町内会長連合会会長

(機弁鋭三) 11 (H.6年度)

渡辺修子 かすがい女性連盟代表理事

(野沢好子) 11 (H. 6年度)

議会の議員 安藤鉄爾 市議会議員

伊東忠治 市議会議員

市職員 本フ民有限 源二 企函調整部長

〈河野俊嗣) 11 (H. 6年度)

市

-開催経過

開催日 主な議題

平成6年II月9日|・委嘱状、辞令交付式

-会長の選任

・都市景観条例について

-都市景観基本計画について

平成6年12月19日|・都市景観基本計画について

序章~第2.について審議

平成7年1月26日I.都市景観基本計画について

序章~第 2章について修正報告

第 3家について審議

平成7年2月27日1・都市景観基本計画について

第 3j主について修正報告

第4主主について審議

平成7年3月30日 |・都市景観基本計画の策定について

第4章について修正報告

答申案について審議

2 



2 市民意識調査

1 )調査概要

-市民意識調査の目的

-調査対象者

-調査方法

-調査期間

-回収結果

市民の春日井市の景観に対する考え方やニーズを明らかにすることを自的とする。

平成4年6月30日時点で本市に居住する満15歳以上の男女から無作為に抽出された

3.000人

自記入式法による郵送調査方法

平成4年7月24-8月10日までの18日間

※以後、 9月7日までに回収された回答をも有効なものとして扱っている。

サンプル数

未到着数

有効回収数

有効回収率

3. 000人

29人

1. 105人

37. 2% 

3 



参考資稗

2)主な項目の調査結果

-春日井市の景観について

問l あなたは春日井市に f自分のまち」としての愛着を感じますか。あてはまるものを1つ選んで

ください。

①局長じている

②少し感じている

③応じていない

自分のまちとしての愛着

l按じている

少し感じている

感じていない

総回答

合計

回答数

588 

383 

114 

20 

1. 105 

問2 春日井市の特徴といえるものは何でしょうか。あてはまるものを2つ選んでください。

①道路や公固などの社会的基盤がよく整備されている

快適なまち

②コミュニティの発達した暮らしやすいまち

③自然に恵まれたまち

④高速自動車交通網の整備された利便性の高いまち

⑤住環境に恵まれたまち

⑥活気にあ_d..tt、国際的な発展が期待できるまち

⑦歴史を賂じさせるまち

③定光寺周辺なと観光資源に恵まれたまち

⑨その他(具体的にご記入くださし、〉

春日井市の特徴

鴨川
枇1t

高速自動車措置。舗ぬ叩霊位。高いまち

査員や畑町申性会的鰭がよ{鈴されてい6雄被iち

銑寺l1~tsë種主鱒E高まれUt

コミジティ錯乱k暮らしゃす吋ち

E史を盛じきせ4まち

蹴t~l品、臨的tsli繍骨できるまち

その抱

割合

53.2揮

34. 7% 

10.3出

1.8百

100.0% 

回答数

437 

411 

372 

294 
圃

144 
ー

130 

84 

32 

74 

問3 あなたは、 「景観のよいまちJということばからどのようなことをイメージされますか。 1つ

選んでください。

①おちつき

②歴史性

③美しさ

④にぎやかさ

⑤おだやかさ

⑥なつかしさ

⑦静けさ

③その他(具体的にご記入くださし、〉

f景観のよいまちJとは

美しき

おちつき

おだやかさ

静けさ

歴史性

なつかしさ

にぎやかさ

その他

無回答

合計

回答数 割 合

335 30.3地

292 26.4耳

207 18. 7% 

82 7.4拡

76 6.9% 

46 4.2% 

18 1.6部

26 2.4覧

23 2.1克

1. 105 100.0先

問4 あなたは春日井市を全体としてみた場合、 「景観のよいまち」だとお考えでしょうか。 lつ選

んでください。

①非常に景観のよいまち

②どちらかといえば景観のよいまち

③わからない

@どちらかといえば景観のわるいまち

⑤非常に景観のわるいまち

参-4

春白井市全体の景観に対する評価

非常に景観のよいまち

どちらかといえば景観のよいまち

わからない

どちらかといえば景観のわるいまち

非常に景観のわるいまち

無回答

合計

回答数 割合

31 2.8% 

521 47. 1% 

278 25.2% 

245 22.2% 

15 1. 4% 

15 1.4部

1. 105 100.0% 



問5 近年、やすらぎとゆとりを感じさせる都市づくりへの関心カ清まっていますが、 |よい

景観Jといわれたとき、あなたはどのようなものを思い浮かべますか。3つ選んでくだ

さい。

①近代的で賑わいのある中心市街地の景観

②街路樹や歩道の美しい通りの最観

③静かな住宅地の景観

@建物の高さや色が統一され盤然としたまちなみの景観

⑤田畑の広がる回閣の風景

⑥樹木やお花畑、噴水のある公閣の景観

⑦遊歩道のある川沿いの進

い景観Jとは

持時~I骨切蹄

/:0自盤Ø)1~!It本州側

宅地再純

輔、駄のある企t餓国本やお

111憾な

主寺州

E姉崎

醐の広

どの自盤申l~れは辺町11

社fS/:0(史を盛じ8泌総

&~I措いの量

相自由服

回答数

751 

505 9 
39 

395 

280 

186 

178 

149 

③森や林などの自然の残された木々の景観

⑨)11や池などの自然の残された水辺の景観

⑩お寺や神社などの応史を感じさせる景観

⑪市役所などの建物

※上位8位まで縄戦

⑫その他〈具体的にご記入くださb、)

問6 あなたが今の春日井市の景観で、好ましいと思うのはどこですか。2つ選んでください。

①二子山古漬

②落合公関

③玉野)11渓谷

④高蔵寺ニュータウン

⑤潮見坂平和公園

⑥高座山の桜

⑦春日弁市役所

⑨密蔵院

⑮ J R答日弁駅周辺

⑪回国風景

⑫J R勝川駅周辺

⑬J R高蔵寺駅周辺

⑬A寸Lあい緑道

⑮内々神社庭関

⑬東郷の緑豊かな丘陵地

⑫国道19号沿道のl高舗

⑬その他(具体的にi!A{ださい〉

春日井市で好ましい地点

落合公園

高度山の桜

都市緑化纏物園
一春日井市市役所

1.Ii~髭寺ニュータウン

..s-.nあい緑道

玉野川渓谷

潮見坂平和公園

回答数

490 
ー 一183 

一ー一ー
181 

155 

141 
ー 一127 

一125 
104 

※上位8位まで掲載

問7 春日井市の景観を損ねているとお考えになるものは次のうちどれでしょうか。3つ選ん

でください。

①自転車が放置されていること

②街路樹や歩道がなく通りにゆとりが感じられないこと

③河川が汚れていること

④まち全体に緑が乏しL、こと

⑤電線や電柱があり、めざわりなこと

⑥道路のアスフアルト舗装やガードレール・歩道橋の色

などにうるおいが応じられないこと

⑦けばけばしい宥仮やポスターが氾還していること

③周囲となじまない形や認さ、色彩の建物があるこ と

⑨空き缶やごみが鎗てられていること

⑩空き地に1fiが生い茂っていること

⑪その他(具体的にご記入くださL、)

.-5 

埋ま白井市の景観阻害要繁 回答数

空き肝ごみ~陸防相、6 536 
ー

自転車がttldれてい4 455 

~~地E草性いEヲている 395 

鍋闘争持腕(通り帥i:~bIfじられ郎、 375 

刷鮪れてい4 331 

お全体I:~í.しい 231 

団竺住竺。、め~bり 199 

童書01J.71A1ト種差刊にドレー舟・鈍自偽証1:1:う&$1帆らMい 190 

Ijlttll!~1骨量林. J.~-q.滋~{叫 156 
ーー

聞となじifSい併齢、色~Ðlーがあ4 118 
一

その他 118 



参考箆現

-景観をよくしていくためには

問1 春日井市の都市景観を美しくしていくために行った方がよいと思われるものを3つ選んでくだ

さい。

①公園、公共施設、道路緑化

②住宅の生け垣化

③工場、事務所敷地の緑化

③道路舗装、ガードレール、歩道橋などの色彩・デザ

インの工夫

⑤周辺と調和する建築物の色彩、デザインなどの工夫

⑥ゆとりある広い街路を創り出すための建築物の後退

⑦肴叡、ネオンサインなどの制限

③建築物の高き制限

⑨河川の水質浄化

⑬その他(具体的にご記入くださし、〉

都市景観を美しくするための施策 回答数

崎、保服、通電制 723 

河川帥静止 578 

量制襲、γードレー舟、持動1;0)色g・j-'ij'-{iO)!夫 452 

ゆtりあ4広い高齢割り出す柚申量鰍匝 363 

腕t講和t6様蜘鋭、ヂγ.fiなeO)I主 193 

線、Uïザイ ï~1;O)MIl 189 

I語、輸罰聖地O)llIt 173 

在宅。制塩化 111 

明2槻
109 

103 

問2 あなたのお住まいの地区で景観をよくするためには、今後どのようにすすめたらよいとお考え

ですか。 1つ選んでください。

①市民が中心となって進めるべきである

②民間団体が中心となって進めるべきである

③企業が中心となって進めるべきである

③行政(市役所など)が中心となって進めるべきである

⑤みんなで協力して進めるべきである

⑥わからない

⑦その他〈具体的にご記入くださL、)

推進主体

臓が中ÒI: ~1"(齢4ぺき

問団体帥otfhて量めるべき

金書榊ÒI: ~ 1"(革めるべきで

撤(事昔前立1;)車中心l:f~ って重品Sぺき

みんなで勧して量叫ぺき

わからない

その他

無回答

合計

間3 今後の市の取り組みについてお尋ねします。 1つ選んでください。

①急いで、あらゆる対策に取り組むべきである

②急ぐべきだが、できるところから徐々に取り組んで

いくのがよい

③そんなに急ぐことはない

④わからない

市の取り組み姿勢

急いで取り組むべき

できるところから徐々に取り組む

そんなに急ぐことはない

わからない

紙回答

合計

問4 市民の協力についてお尋ねします。 lつ選んでください。

①積極的に協力すべき

②できるかぎり協力すべき

③どちらかといえば協力した方がよい

④わからない

惨-6

市民の協カについて

積極的に協力すべき

できるかぎり協力すべき

どちらかといえば協力した方がよい

わからない

無回答

合計

回答敬 割合

102 9.2見

25 2.3指

41 3. 7把

563 51. 0昆

283 25.6挺

31 2.8蒐

14 1.3出

46 4.2拡

1. 105 100.0施

回答数 割合

161 14.6把

794 71. 9克

77 7.0% 

26 2.4% 

47 4.3部

1. 105 100， 0部

回答数 割合

255 23. 1施

610 55.2描

146 13.2% 

40 3.6掲

54 4. 9% 

1. 105 100.0覧



3 春日井市都市景観条例

第 1:車総目。

(目的〉

第 L条 この条例1ま、都市祭観の形成に関する基本的かっ必要な事

項を定めることにより、春日井市を魅力ある個性豊かで美しいま

ちとすることを目的とする。

(基本理念〉

第 2条都市銀鍛の形成は、都市~聞がすべての市民にとってかけ

がえのない共有財産であるとの認識のもとに、調和のとれた個性

的で緑鐙かな都市景観の形成治人うるおいとやすらぎのある健康

で文化的な市民生活の硲保に一層寄与するとの思念に基づいて行

うものとする。

(定義〉

第3条 この条例において、次の各号に婦げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)都市長鍛の形成すぐれた都市景観の創造、育成文は保全を

いう。

(2)建築物建策基惨法〈昭和25年法律第201号〉第2条第

1号に規定する建築物をb、う。

(3)工作物 建策基単法第88条第l項に規定する工作物で広告

物を掲出する物件以外のもの及び規則で定めるものをb、う。

(4)広告物屋外広告物法〈昭和24年法徐第189号〉第2条

第 l項に規定する屋外広告物をいう。

〈市の責務)

第4条市は、都市景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、

及びこれを爽織するものとする。

2 市は、前墳の施策の策定及び実施にさ当たっては、市民の意見、

要望等が十分に反映されるよう努めるものとする。

(市民の責務〉

第5条市民は、向らが都市景観を形成する主体であることを認識

し、その個性と制2震を発簿することにより、都市景観の形成に努

めるとともに、市長その他の市の線開が実施する都市景観の形成

に関する-策に協力するものとする。

〈事業者の貧務)

第6条事業者iま、その事業活動の実施に当たっては、専門的知織、

経験等を活用し、都市景観の形成に努めるとともに、市長その他

の市の線開が実施する都市祭観の形成に関する施策に協力するも

のとする。

(財産権等の車事重及び他の公益との調整)

第7条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の様

和jを穆重するとともに、公1切fMその他の公益との調整に留意し

なければならない。

買事2章 者自市f景観の形成

第1j防総合的な施策の他進

(都市景観基本計画の策定)

第8条市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、

都市景観の形成の基本的な目標を明らかにするとともに、その目

標を実現するための術針となる都市景観基本計函を策定するもの

とする。

2 市長は、前項の都市景観基本計画を策定しようとするときは、

あらかじめ、春日井市都市最観審織会の意見を聴かなければなら

ない。

3 市長は、第l項の都市最観基本計画を策定したときは、その旨

を告示するものとする。

(先導的役割〉

第9条市長その他の市の線開は、道路、公園その他の公共施設の

整備改警を行う場合には、都市景観の形成に先導的な役割を果た

すよう努めるものとする。

(国等に対する要問〉

第 10条市長は、必濯があると認めるときは、国若しくは地方公

共団体又はこれらが設立した団体に対し、都市景観の形成につい

て協カを要絡するものとする。

(市民意識の高揚〉

第 11:条市長は、都市景観に関する市民の意識を高め、又は知識

の普及を図るため必婆な措置を務ずるものとする。

第2飾郡市景観形成地区

〈都市景観形成地区の指定〉

第12条市長は、都市策観基本計画の定めるところにより、次の

各号のいずれかに絞当する地区について都市景観の形成を重点的

に図る必唖があるとE認めるときは、当該地区を都市景観形成地区

として指定することができる。

( 1 )主契街路文は河)11に沿って良好な都市景観を形づくっている

地区

(2)歴史的な雰間気を残し、特徴ある都市景観を形づくっている

地区

(3 )自然と網和した都市景観を形づくっている地区

(4)住宅地として良好な都市景観を形づくっている地区

(5)磁調陸等調陸務締役が一体となって良好な都市景観を形づくって

いる地区

(6)その他市長が都市景観の形成のため計画的に艶備していく必

要があるとE認める地区

2 市長は、前項の規定により都市景観形成地区を指定しようとす

るときは、あらかじめ、当該地区の住民その他利害関係者の意見

を穂くとともに、司事日弁・市都市景観審議会の意見を聴かなければ

ならなし、。

3 市長は、第1項の都市景観形成地区を指定したときは、その旨

を告示するものとする。

4 前2項の規定は、都市祭観形成地区の変更について準用する。

(都市景観形成計画等〉

第 13条市長l立、前条第 1:項の規定により都市景観形成地区を指

定したときは、当2妻都市景観形成地区ごとに都市景観の形成に関

する計画(以下「初市景観形成計画」とし、う。)及び都市景観の

形成のための基準(以下 「都市景観形成基単Jとし、う。〉を定め

るものとする。この織合において、市長は、当該計画に関係があ

る道路、公悶その他の公共施設の管理者と協議するものとする。

2 前項の都市景観形成計図には、次に潟げる事項について定める

ものとする。

(1)都市景観の形成の基本目標

(2 )道路、公閉その他の公共施設に係る都市景観の形成に関する

7 



方針

(3)都市景観形成基単の策定のための指針

( 4)その他都市景観の形成に関し必主要な事項

3 第 1項の都市景観形成基準には、次に掲げる事現のうち必要な

ものについて定めるものとする。

( 1 )建築物の規棋敷地内における位鐙、色彩及ひ形態

(2)工作物の規模、位置、色彩及ひ形態

(3 )広告物及び広告物を縄出する物件の規模、位置、数量、色彩、

形態その他表示の方法

(4)土地の形質

(5 )木竹の態様

(6)その他市長が必要と認める事項

4 前条第2項及び第3項の規定は、都市景観形成計画及び都市景

観形成基準の策定文は変更について機用する。

(都市景観形成事業の実施)

第 14条市長は、都市景観形成計画を実現するため、道路、公園

その他の公共施設の整備改善その他都市景観の形成に関する事業

を実施するものとする。

(行為の届出〉

第 15条都市景観形成地区内において次に掲げる行為をしようと

する者は、規則で定めるところによ.り、その内容を市長に届け出

なければならない。

( 1 )建築物の新築、地築、改築、移転、除却、大規綴な修繕若し

くは模様替え文は外壁面の色彩の変更

(2)工作物の新設、地設、改造、移設、徐却、大規模な修繕若し

くは袋線替え又は外観の色彩の変更

(3)広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲

出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

(4 )土地の形質の変更

(5 )木竹の伐係又は継栽

2 前項の規定は、次にtf&げる行為には適用しない。この場合にお

いて、第3号又は第4号にf掲げる行為をしようとする者は、前項

の例により、その内容を市長に通知しなければならない。

(1)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるも

の

(2 )非常災害のため必要な応急錯鐙として行う行為

(3 )都市計画工事業(都市計画法〈昭和43年法律第 100号)第

4条第15項に規定する都市計画事業をb、う。)の施行として

行う行為及びこれに機ずる行為で規則で定めるもの

(4 )菌、地方公共団体その他規制で定める者が行う行為(前3号

にt&lげる行為を除く。)

(都市景観形成基準の遵守)

第 16条都市景観形成地区内において前条第 1項各号のいずれか

に該当する行為をしようとする者は、当該地区に係る都市景観形

成基準に適合するよう努めなければならない。

(助言及び指導)

第 11条 市長は、第 15条第 I項の規定による届出があった場合

において、その原出に係る行為が都市景観形成基準に適合しない

と認めるときは、その届出をした者に対し、都市景観の形成を図

るため必要な給置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。

2 市長は、前項の規定により助言し、文は指導する場合において

必要があると認めるときは、毒事円井市都市景観審議会の意見を聴

くことができる。

第3節都市泉銭形成建築物等

〈都市景観形成建築物等の指定)

参者資斡

第 18条市長は、次の各号のいずれかに該当する建築物、工作物、

樹木、樹林その他のもので都市景観の形成上重要な価値があると

認められるものを都市景観形成建築物等として指定することがで

きる。

(1)周辺地域の景鍛及び雰囲気を特徴付けているもの

(2)歴史的価値又は建築的価値を有するもの

(3)市民に愛され親しまれているもの

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、春日

井市都市景観審議会の意見を聴くとともに、その所有者(緬原に

基づく占有者又は管理者がある場合は、それらの者を含む。以下

「所有者等jとL、う。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示するととも

に、当該都市景観形成建築物寄与に表示するものとする。

4 市長は、都市景観形成建築物等が次の各号のいずれかに該当す

るときは、第 l項の規定による指定を解除するものとする。

(1)滅失等により都市景観の形成上の価値を失ったとき。

(2)公益上の理由その他特別の理由があるとき。

5 市長は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を告

示するものとする。

〈都市景観形成建築物等の管理寄与)

第 19条前条第 1項の規定による指定を受けた都市景観形成建築

物等の所有者等は、市長が定めるところにより、当該都市景観形

成建築物等を管理するものとする。

2 前項』こ規定する者は、当該都市景観形成建築物等の現状を変更

し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、あらか

じめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、非常災

害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りで

ない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その届

出をした者に対し、都市景観の形成を図るため必要なt昔鐙を講ず

るよう助言し、又は指導することができる。この場合において必

要があると認めるときは、春日井市都市景観審議会の窓見を穏く

ことができる。

第4節大規模建築物等の新築等

〈大規綴建築物等の車rr~提等の届出〉

第20条都市景観形成地区の区域外において、都市景観の形成に

大きな影響を及iます次に絡げる建築物、工作物並びに広告物及び

広告物を締出する物件(以下 「大規模建築物等jとL、う。)の新

築若しくは新設、 t普築若しくは増設、大規撲な筏様替え又は外観

の過半にわたる色彩の変更をしようとする者は、規則で定めると

ころにより、その内容を市長に届け出なければならない。

(1)潟さが15メートルを超え、文は延べ商務が1.500平方メート

ルを越える建築物

(2 )地上からの高さが15メートル(建築物に定着し、又は継続し

て設置される場合にあっては、その高さが10メートルを紹え、

かっ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超え、又は

その敷地の用に供する土地の商積が1.000平方メートルを越え

る工作物

(3 )高さが10メー トルを越え、又は表示面積の合計が50平方メー

トルを超える広告物及び広告物を縄出する物件

(4)その他面Ii各号に準ずるもので規則で定めるもの

参-8



2 第 15条第2項の規定は、前項の規定により届け出る場合につ

いて準用する。

(大規模建築物等続導基単〉

第 21条市長は、大規篠建築物寄与について、都市景観の形成のた

めの誘導基準〈以下「大規綴建築物等誘導~tc.'J とし、う。)を定

めるものとする。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、大規筏建築物等誘導送車院の

策定文は変更について港周する。

(助言及び指導)

第22条市長は、第20条第 l項に規定する腐tBがあった場合に

おいて、その届出に係る行為が大規様建築物等誘導基準に適合し

ないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措iIを鴻

ずるよう助言し、文は指導するものとする。

2 第 17条第2項の規定は、前項に規定する助言文は指導につい

て単周する。

第3'1量綿布f景観市民団体

(都市景観市民団体の認定〉

第23条市長は、一定の地織における都市景観の形成を推進する

ことを目的として組織された団体で、次に該当するものを春日井

市都市景観審議会の意見を聴いて、都市景観市民団体として認定

することができる。

(1)団体の活動が地織における都市祭観の形成に有効と認められ

るもの

(2 )団体の活動が地繊の多数の住民に支持されていると認められ

るもの

(3)団体の活動が関係者-の所有権その他の財産権を不当に制限し

ないもの

(4)規制で定める主要件を具備する間体側りが定められているもの

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、その代表者が.

規則で定めるところにより、市長に対しその認定の申請をしなけ

ればならなL、。

(都市景観市民団体の認定の取消〉

第24条市長は、前条第 1:項の規定により認定した都市景観市民

団体が問項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき文は

郷市景観市民団体として適当でなくなったと認めるときは、理事白

井市都市景観審儀会の窓見を聴いて、その銀定を取り消すものと

する。

第41章表彰・助成等

(表彰)

第25条 市長は、書官市f量級の形成に寄与していると認められる建

築物、工作物、広告物その他の物件について、その所有者、部十

者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、都市景観の形成に関する運動を舵進し、その他都市景

観の形成に貢献している者を表彰することができる。

(助成等)

第26条市長は、第15条第 1項の規定による届出をした者、 ls市
景観形成建築物等の所有者本都市景観市民間体その他都市景観

の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、予

算の範囲内において経費の一部を助成し、 Xは必要な伎術的援助

を行うことができる。

第5.都市最級審議会

(設置〉

第27条 市長のS世間に応じ、都市景観の形成に関し必要な事項を

調査文は審議するため、春白井市都市対観審議会〈以下「審議会j

という。)を置く。

〈委員〉

第28条審議会は、委員 15人以内をもって組織し、次に燭げる

者のうちから市長が~嚇又は任命する。

(1)学識経験者

(2)市議会の議員

(3)市職貝

2 委員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員〉

第29条市長は、前条の委員のほか、第 12条第2項(第 13条

第4項において準用する場合を含む。)の規定に恭づく事項につ

いて審議する場合には、審議会に臨時委只若手人を置くことがで

きる。

2 臨時委員は、繊趨に係る都市景観形成地区に関係がある市民の

うちから、市長が審誠事項を明示して委嘱する。

3 臨時委員は、前項の規定により示された審議事演について審織

する会議に限り出席することができ、当E案審議京項の審議が終了

したときは、解任されるものとする。

第6章 雑 則

(委任〉

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則紗

〈路行期目〉

l この条例は、平成6年10月l臼から施行する。ただし、第2)隊

第2節から第4寧までの規定は、規則で定める日から施行する。
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あとがき

この計画は、まちに人がやすらぎ、憩うことのできる緑豊かなまちづくりをうたった 「都市

景観基本構想」、また市民意識を高め景観形成の気運づくりを白的とした f都市景観条例jを

受けて策定したものです。

この間、多くの方々のご指導・ご協力を得ることができましたが、とりわけ計画策定にあた

って、貴重なご意見をいただきました都市景観懇話会及び都市景観審議会の委員の皆様方に深

い感謝の意を表します。

本計画が、次代に誇りうる美しいまちづくりの指針として活用されることを心より願ってお

ります。











春日井市まちづくり推進部都市政策課
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